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(57)【要約】
　本明細書に記載の技術は、分類プロセスを実装するこ
とによって、（たとえば、ペンまたはスタイラス等の入
力ツールによる）ツール入力および（たとえば、手の指
または手のひらによる）ユーザタッチ入力と関連付けら
れた情報を評価して、ユーザタッチ入力が意図的なタッ
チ入力であるか非意図的なタッチ入力であるかを判定す
る。評価される情報は、ユーザタッチ入力の到達に対し
てツール入力の到達と関連付けられてもよい。また、評
価される情報は、ユーザタッチ入力の移動に対してツー
ル入力の移動と関連付けられてもよい。種々の実施態様
において、これらの技術では、評価スコアを計算し、こ
の評価スコアを信頼性分類閾値に対して比較するように
してもよい。信頼性分類を達成することができない場合
、これらの技術では、入力と関連付けられたより多くの
情報が受信されるので、分類プロセスを進める。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力ツールと関連付けられた少なくとも１つのツール入力およびユーザタッチ入力を含
む複数の入力を受け取るように構成されたタッチ表面と、
　前記タッチ表面に対して通信可能に結合された１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサに対して通信可能に結合されたメモリと、
　前記メモリに格納され、前記１つまたは複数のプロセッサによって、
　　第１の分類器を実装することにより、前記ツール入力および前記ユーザタッチ入力と
関連付けられた情報を評価して、前記ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であるか非
意図的なタッチ入力であるかを判定することであり、前記評価される情報が、前記ユーザ
タッチ入力の到達に対する前記ツール入力の到達と関連付けられた、ことと、
　　前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であるか前記非意図的なタッチ入力
であるかを前記第１の分類器が判定できないことに応答して、少なくとも１つの後続分類
器を実装することにより、付加的な情報を評価して、前記ユーザタッチ入力が前記意図的
なタッチ入力であるか前記非意図的なタッチ入力であるかを判定することであり、前記評
価される付加的な情報が、前記ユーザタッチ入力の移動に対する前記ツール入力の移動と
関連付けられた、ことと、
　を行うように実行可能である分類モジュールと、
　を備えた、システム。
【請求項２】
　前記入力ツールが、アクティブペンまたはアクティブスタイラスの一方を備え、
　前記ユーザタッチ入力が、ユーザの手の指または手のひらによる接触に基づく、請求項
１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１の分類器が、前記情報を評価して、前記ツール入力が前記タッチ表面に到達し
た時間と前記ユーザタッチ入力が前記タッチ表面に到達した時間との間の到達間時間を決
定し、
　前記到達間時間が到達間時間閾値よりも短い場合、前記第１の分類器の前記評価の少な
くとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記非意図的なタッチ入力であることを示し、
　前記到達間時間が前記到達間時間閾値以上である場合、前記第１の分類器の前記評価の
少なくとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であることを示す、
請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１の分類器が、前記情報を評価して、前記ツール入力が前記タッチ表面に到達し
た位置と前記ユーザタッチ入力が前記タッチ表面に到達した位置との間の到達間距離を決
定し、
　前記到達間距離が到達間距離閾値よりも短い場合、前記第１の分類器の前記評価の少な
くとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記非意図的なタッチ入力であることを示し、
　前記到達間距離が前記到達間距離閾値以上である場合、前記第１の分類器の前記評価の
少なくとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であることを示す、
請求項１～３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの後続分類器が、前記付加的な情報を評価して、前記ツール入力の
移動の方向と前記ユーザタッチ入力の移動の方向との間の差を決定し、
　前記差が方向差閾値よりも小さい場合、前記少なくとも１つの後続分類器の前記評価の
少なくとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記非意図的なタッチ入力であることを示し
、
　前記差が前記方向差閾値以上である場合、前記少なくとも１つの後続分類器の前記評価
の少なくとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であることを示す
、請求項１～４のいずれか一項に記載のシステム。
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【請求項６】
　前記少なくとも１つの後続分類器が、前記付加的な情報を評価して、前記ツール入力の
移動の速度と前記ユーザタッチ入力の移動の速度との間の差を決定し、
　前記差が速度差閾値よりも小さい場合、前記少なくとも１つの後続分類器の前記評価の
少なくとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記非意図的なタッチ入力であることを示し
、
　前記差が前記速度差閾値以上である場合、前記少なくとも１つの後続分類器の前記評価
の少なくとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であることを示す
、請求項１～５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　タッチ表面で同時に受け取られた複数の入力のうちの第１の入力がアクティブ入力ツー
ルと関連付けられているものと判定するステップと、
　前記複数の入力のうちの少なくとも１つの第２の入力がユーザタッチと関連付けられて
いるものと判定するステップと、
　１つまたは複数のプロセッサによって、前記第１の入力および前記第２の入力と関連付
けられた少なくとも１つの因子を評価することにより、前記第２の入力を意図的なタッチ
入力または非意図的なタッチ入力として分類するステップと、
　を含む、方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの因子が、前記第２の入力の到達に対する前記第１の入力の到達と
関連付けられた少なくとも１つの第１の因子を含んでおり、
　前記少なくとも１つの第１の因子の評価に少なくとも部分的に基づいて、評価スコアを
計算するステップと、
　前記評価スコアを少なくとも１つの信頼性閾値に対して比較するステップと、
　前記比較に基づいて、前記評価スコアが前記少なくとも１つの信頼性閾値を満たす場合
、前記第２の入力を前記意図的なタッチ入力または前記非意図的なタッチ入力として分類
するステップと、
　前記比較に基づいて、前記評価スコアが前記少なくとも１つの信頼性閾値を満たさない
場合、前記第１の入力および前記第２の入力と関連付けられた少なくとも１つの第２の因
子を評価するステップであり、前記少なくとも１つの第２の因子が、前記第２の入力の移
動に対する前記第１の入力の移動と関連付けられた、ステップと、
　をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの因子が、前記第１の入力が前記タッチ表面に到達した位置と前記
第２の入力が前記タッチ表面に到達した位置との間の到達間距離の決定と関連付けられた
、請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの因子が、前記第１の入力が前記タッチ表面に到達した時間と前記
第２の入力が前記タッチ表面に到達した時間との間の到達間間隔の決定と関連付けられた
、請求項７～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの因子が、前記第１の入力の移動の方向と前記第２の入力の移動の
方向との間の差の決定と関連付けられた、請求項７～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの因子が、前記第１の入力の移動の速度と前記第２の入力の移動の
速度との間の差の決定と関連付けられた、請求項７～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの因子が、前記タッチ表面の第２の部分における第２の入力数の第
２の決定に対する前記タッチ表面の第１の部分における第１の入力数の第１の決定と関連
付けられた、請求項７～１２のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記少なくとも１つの因子が、一時的入力数の決定と関連付けられた、請求項７～１３
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　１つまたは複数のプロセッサによって実行されたとき、
　第１の分類器を実装することにより、ツール入力およびタッチ入力と関連付けられた複
数の第１の分類器因子を評価することであり、前記複数の第１の分類器因子は、前記タッ
チ入力を意図的なタッチ入力または非意図的なタッチ入力として分類するためのものであ
り、前記複数の第１の分類器因子の各第１の分類器因子が評価スコアを計算するための対
応する重みを有する、ことと、
　前記評価スコアに少なくとも部分的に基づいて、前記第１の分類器が前記タッチ入力を
前記意図的なタッチ入力または前記非意図的なタッチ入力として明確に分類できないもの
と判定することと、
　後続分類器を実装することにより、前記ツール入力および前記タッチ入力と関連付けら
れた複数の第２の分類器因子を評価することであり、前記複数の第２の分類器因子が、前
記後続分類器の実装中の前記少なくとも１つの第１の分類器因子の評価スコア影響を減少
させるように調整された対応する重みを有する少なくとも１つの第１の分類器因子を含む
、ことと、
　を含む演算を行うように機器を構成するコンピュータ可読命令を格納した１つまたは複
数のコンピュータ記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
[0001]　多くのコンピュータ機器では、タッチパッドおよびタッチスクリーン等のタッチ
表面を利用する。これらのタッチ表面は、入力ツール（たとえば、ペン、スタイラス、他
の入力物体等）からの入力のほか、ユーザタッチ入力（たとえば、指入力）を受け取るよ
うに構成されていてもよい。たとえば入力ツールを用いてタッチ表面にメッセージを書く
場合、ユーザは、うっかりとタッチ表面に接触してしまう（たとえば、手のひらをタッチ
表面に添えてしまう）場合がある。
【発明の概要】
【０００２】
[0002]　本開示は、分類プロセスを実装することによって、ペンまたはスタイラス等の入
力ツールによる入力およびユーザの手の指または手のひら等のユーザによるタッチ入力と
関連付けられた情報を評価して、ユーザによるタッチ入力が意図的なタッチ入力であるか
非意図的なタッチ入力であるかを判定する技術を記載する。評価される情報は、ユーザに
よるタッチ入力の到達に対する入力ツールによる入力の到達と関連付けられてもよい。ま
た、評価される情報は、ユーザによるタッチ入力の移動に対する入力ツールによる入力の
移動と関連付けられてもよい。
【０００３】
[0003]　種々の実施態様において、これらの技術では、評価スコアを計算し、この評価ス
コアを信頼性分類閾値に対して比較するようにしてもよい。信頼性分類を達成することが
できない場合、これらの技術では、入力と関連付けられたより多くの情報が受信されるの
で、分類プロセスを進める。
【０００４】
[0004]　この概要は、簡単な形態のさまざまな概念を紹介するためのものであり、以下の
詳細な説明において詳述する。この概要は、特許請求の範囲に係る主題の重要または本質
的な特徴を特定するものでもなければ、特許請求の範囲に係る主題の範囲の限定に用いら
れるものでもない。
【０００５】
[0005]　詳細な説明は、添付の図面の参照によって示される。図面中、参照番号の最も左
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の（複数）桁は、その参照番号が最初に現れる図面を特定するものである。異なる図面に
おける同じ参照番号の使用は、類似または同一の項目または特徴を示している。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】[0006]機器がタッチ入力を非意図的なタッチ入力または意図的なタッチ入力とし
て分類できる例示的な環境を示した図である。
【図２】[0007]図１の機器の例示的な詳細を示した図である。
【図３】[0008]図１の機器および／または遠隔のサービスプロバイダがタッチ入力を非意
図的なタッチ入力または意図的なタッチ入力として分類できる例示的なネットワーク環境
を示した図である。
【図４】[0009]評価および重み付けによってタッチ入力を非意図的なタッチ入力または意
図的なタッチ入力として分類できる入力の到達間時間と関連付けられた例示的な入力因子
を示した例示的な図である。
【図５】[0010]評価および重み付けによってタッチ入力を非意図的なタッチ入力または意
図的なタッチ入力として分類できる入力の到達間距離と関連付けられた別の例示的な入力
因子を示した例示的な図である。
【図６】[0011]評価および重み付けによってタッチ入力を非意図的なタッチ入力または意
図的なタッチ入力として分類できる入力数（たとえば、クラスタ）と関連付けられた別の
例示的な入力因子を示した例示的な図である。
【図７】[0012]評価および重み付けによってタッチ入力を非意図的なタッチ入力または意
図的なタッチ入力として分類できる入力の方向と関連付けられた別の例示的な入力因子を
示した例示的な図である。
【図８】[0013]評価および重み付けによってタッチ入力を非意図的なタッチ入力または意
図的なタッチ入力として分類できる入力の速度と関連付けられた別の例示的な入力因子を
示した例示的な図である。
【図９】[0014]評価および重み付けによってタッチ入力を非意図的なタッチ入力または意
図的なタッチ入力として分類できる入力の一時的継続時間と関連付けられた別の例示的な
入力因子を示した例示的な図である。
【図１０】[0015]タッチ入力を非意図的なタッチ入力または意図的なタッチ入力として分
類する例示的なプロセスを示した図である。
【図１１】[0016]多段階分類の第１の分類段階を実装する例示的なプロセスを示した図で
ある。
【図１２】[0017]第１の分類段階がタッチ入力を明確に分類できない場合の多段階分類の
第２の分類段階を実装する例示的なプロセスを示した図である。
【図１３】[0018]第１の分類段階および第２の分類段階がタッチ入力を明確に分類できな
い場合の多段階分類の第３の分類段階を実装する例示的なプロセスを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
[0019]　本開示は、タッチ入力（たとえば、タッチ接触）を非意図的なタッチ入力または
意図的なタッチ入力として分類する技術を記載する。分類は、（ｉ）ペン、スタイラス、
または別の非ユーザ物体等の入力ツールを介した入力（本明細書においては、ツール入力
と称する場合がある）と、（ｉｉ）指または手のひら等のユーザを介した入力（本明細書
においては、ユーザタッチ入力と称する場合がある）とを機器のユーザが同時に提供する
間に行われてもよい。
【０００８】
[0020]　種々の実施態様において、機器および／またはタッチ表面は、上記技術がユーザ
タッチ入力を非意図的または意図的なものとして分類できるように、ツール入力をユーザ
タッチ入力から識別するように構成されている。いくつかの例においては、タッチ表面に
より検出可能であって、機器および／またはタッチ表面による使用によりツール入力をユ
ーザタッチ入力から識別可能な信号を生成するように、入力ツールがアクティブ入力ツー
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ル（たとえば、アクティブペン）であってもよい。入力ツールが「アクティブ」入力ツー
ルであると判定するため、タッチ表面は、アクティブ入力ツールがタッチ表面の域内であ
る（たとえば、タッチ表面に対して特定の近さに位置する）場合に、アクティブ入力ツー
ルのタッチ表面および／または機器への実際の接触を検出するようにしてもよい。さらに
、タッチ表面は、たとえばアクティブ入力ツールによる新たな接触または新たなユーザタ
ッチ動作によるアクティブ入力ツールの将来的な使用の示唆等、他の入力に基づいて、入
力ツールがアクティブ入力ツールであると判定するようにしてもよい。
【０００９】
[0021]　アクティブ入力ツールは、導電性の先端、センサ、処理機能、および／または記
憶機能を具備してもよい。たとえば、アクティブ入力ツールは、センサと、タッチ表面と
の接触の位置および／または圧力に関する情報を提供する特定用途向け集積回路（ASIC）
または別の構成要素とを具備してもよい。また、アクティブ入力ツールは、コンテンツを
消去するボタン、マウスの左クリックまたは右クリック動作を行うボタン等、動作を実行
するボタンを具備してもよい。また、アクティブ入力ツールは、バッテリ等の電源を具備
してもよい。
【００１０】
[0022]　さらに、いくつかの例においては、接触の面積および／または圧力等の入力の特
性の解析によって、入力が１つまたは複数の基準を満たしているか（たとえば、所定の接
触面積未満であるか、所定の接触形状であるか、タッチ表面上の特定の圧力と関連付けら
れているか等）を判定するようにしてもよい。１つまたは複数の基準が満たされている場
合、入力は、ユーザの手によるユーザタッチ入力ではなく、ツール入力と判定されてもよ
い。これにより、パッシブスタイラスまたはパッシブペン等のさまざまな種類の非ユーザ
物体（たとえば、検出可能な信号を生成しないもの）に関して、ツール入力を検出および
／または識別可能であってもよい。
【００１１】
[0023]　本明細書に記載の技術では、ユーザタッチ入力すなわち入力ツールを介して与え
られる入力以外のタッチ入力を分類する。たとえば、これらの技術では、手のひらにより
与えられるタッチ入力を非意図的なタッチ入力として分類するようにしてもよい（たとえ
ば、入力ツールを保持しているユーザの利き手または書字手）。別の例において、これら
の技術では、「添え」指により与えられるタッチ入力を非意図的なタッチ入力として分類
するようにしてもよい（たとえば、ユーザは、指によって有用な入力を与える意図なく、
タッチ表面に指を添える癖または指を置く癖を有する場合がある）。さらに別の例におい
て、これらの技術では、利き手と反対の手により与えられるタッチ入力を意図的なタッチ
入力として分類するようにしてもよい（たとえば、利き手と反対の手の人差し指および親
指を用いることにより、タッチ表面上で意図的なズーム機能を実行するようにしてもよい
）。結果として、本明細書に記載の技術では、（ｉ）入力ツール（たとえば、アクティブ
ペン）および（ｉｉ）１つまたは複数のユーザの指または親指の両者を用いてユーザが意
図的な入力をタッチ表面に同時に与えられる点において、機器の機能を向上させる。さら
には、如何なる非意図的なタッチ入力（たとえば、手のひらによる接触）も無視または抑
制可能である。これにより、非意図的な入力を処理する必要がないためにリソース（たと
えば、処理リソース）を節約可能な点または同時入力に基づいて機器が複数の動作を実行
可能な点において、機器をより効率的に動作させることができる。また、ユーザタッチ入
力を正しく分類することによって、機器および／またはタッチ表面は、偶発的または不用
意な接触に基づく有害な動作の実行を回避することができる。
【００１２】
[0024]　種々の実施態様において、分類には、２つ以上の分類段階を含んでもよい。した
がって、上記技術では、２つ以上の分類器の使用により、ユーザタッチ入力がおそらく非
意図的なタッチ入力または意図的なタッチ入力であると判定するようにしてもよい。これ
らの実施態様においては、分類段階がさまざまな入力因子を評価してもよく、各入力因子
は、個々の分類段階について、評価スコアに対する入力因子の重要性および／または影響
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を表す重みと関連付けられてもよい。本明細書において詳しく論じる少なくとも１つの実
施態様において、これらの技術では、第１の分類器を用いることにより、入力の到達と関
連付けられた第１の入力因子（たとえば、ツール入力およびタッチ入力の到達と関連付け
られたタイミング情報、ツール入力およびタッチ入力の到達と関連付けられた位置情報、
閾値期間内に到達したタッチ入力数等）を評価するようにしてもよい。これらの技術にお
いて、第１の分類器でユーザタッチ入力を明確に分類できない場合は、第２の分類器を用
いて第２の入力因子を評価するようにしてもよい。第２の入力因子としては、（たとえば
、重みが調整された）第１の入力分類器のうちの１つもしくは複数および入力の移動と関
連付けられた１つもしくは複数の付加的な入力因子（たとえば、ツール入力およびタッチ
入力の移動の方向情報、ツール入力およびタッチ入力の移動の速度情報等）ならびに／ま
たはタッチ入力の継続時間が挙げられる。これらの技術において、第２の分類器でもユー
ザタッチ入力を明確に分類できない場合は、明確な分類の可能性が高くなるように第２の
分類器で用いられる重みがさらに調整された第３の分類器を使用するようにしてもよい。
【００１３】
[0025]　多段階分類プロセス（たとえば、本明細書に記載の第１の分類器および後続分類
器）を用いることにより、上記技術では、たとえば長い時間をかけて継続的に、情報が検
出されたとき、入力と関連付けられた情報を取得および評価することができる。したがっ
て、これらの技術では、付加的な情報が収集されたとき順応する効率的で明確な評価を提
供するようにしてもよい。
【００１４】
[0026]　従来の機器および／またはタッチ表面では、アクティブ入力ツールによる入力を
受け取る一方、ユーザタッチ入力を自動的に抑制している。言い換えると、ユーザの意図
を判定するのにユーザタッチ入力を評価していないため、ユーザは、入力ツールおよび指
等を介したユーザタッチ入力の両者によってツール入力およびユーザタッチ入力を同時に
タッチ表面に与えることができない。それどころか、ユーザは、（たとえば、メモまたは
メッセージを書く）入力ツールを介したツール入力を与えつつ指タッチ動作または指タッ
チ命令を実行したい場合、入力ツールを置くか、またはタッチ表面から長い距離を遠ざけ
るように入力ツールを少なくとも移動させた後、指タッチ動作または指タッチ命令を実行
する必要があるため不便である。
【００１５】
[0027]　したがって、本明細書に記載の技術は、入力ツールの使用中に、ユーザタッチ入
力（たとえば、指によるユーザタッチ入力）を非意図的なタッチ入力または意図的なタッ
チ入力として分類することにより、意図的な同時入力を与える機会をユーザに提供するよ
うに構成されている。
【００１６】
[0028]　この簡単な導入は、読者の便宜のために与えるものであり、特許請求の範囲も以
下の項も何ら制限するものではない。さらに、以下に詳述する技術は、多くの方法および
多くの背景にて実装されてもよい。以下により詳しく説明する通り、以下の図面を参照し
て、例示的な実施態様および背景を提供する。しかし、以下の実施態様および背景は、多
くの実施態様および背景のほんの一例に過ぎないことを理解されたい。
【００１７】
[0029]　図１は、本明細書に記載の技術を実装できる例示的な環境１００を示している。
環境１００は、非意図的なタッチ入力または意図的なタッチ入力の可能性があるものとし
てユーザタッチ入力を分類するように構成された１つまたは複数の機器１０２（以下、「
機器１０２」）を具備する。たとえば、機器１０２は、ツール入力および／またはユーザ
タッチ入力と関連付けられた多様な入力因子を評価することにより、個々のタッチ入力ま
たはタッチ入力群が非意図的であるか意図的であるかを判定するようにしてもよい。個々
のタッチ入力を意図的と分類した場合、機器１０２は、ズーム機能、パン機能等の動作を
実行するようにしてもよい。これに対して、個々のタッチ入力は、非意図的（すなわち、
不用意、偶発的等）と分類された場合、無視または抑制可能であり、機器１０２は、それ
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以上何も動作を実行しなくてもよい。
【００１８】
[0030]　機器１０２としては、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、デ
スクトップコンピュータ、スマートフォン、電子リーダ装置、電子ブック装置、携帯電話
、携帯情報端末（PDA）、携帯型ナビゲーション装置、携帯型ゲーム装置、ゲームコンソ
ール、時計、携帯型メディアプレーヤ、または入力（たとえば、タッチ入力、ツール入力
等）を受け取り処理するように構成されたその他任意の電子機器が挙げられる。機器１０
２としては、場合により移動式機器が挙げられるが、他の場合には固定式機器が挙げられ
る。
【００１９】
[0031]　機器１０２には、１つまたは複数のプロセッサ１０４、メモリ１０６、および１
つまたは複数のタッチ表面１０８（以下、「タッチ表面１０８」）を備えてもよい。また
、図１には示していないものの、機器１０２は、ネットワークインターフェース、ディス
プレイ、スピーカ、付加的な入力もしくはセンサ装置（たとえば、マウス、キーボード、
ジョイスティック、カメラ、マイク等）、ならびに／または他の要素を具備してもよいし
、これらと関連付けられてもよい。
【００２０】
[0032]　プロセッサ１０４は、単一の処理ユニットであってもよいし、多くのユニットで
あってもよく、それぞれが複数の異なる処理ユニットを具備し得る。プロセッサ１０４と
しては、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、デジタル
シグナルプロセッサ、中央演算処理装置（CPU）、グラフィックス処理ユニット（GPU）等
が挙げられる。この代替または追加として、本明細書に記載の技術は、少なくとも一部を
１つまたは複数のハードウェア論理構成要素で実施可能である。たとえば、使用できる例
示的な種類のハードウェア論理構成要素としては、フィールドプログラマブルゲートアレ
イ（FPGA）、特定用途向け集積回路（ASIC）、特定用途向け標準製品（ASSP）、状態機械
、コンプレックスプログラマブルロジックデバイス（CPLD）、他の論理回路、システムオ
ンチップ（SoC）、および／または動作命令に基づいて信号を操作するその他任意の機器
が挙げられるが、これらに限定されない。数ある機能の中で、プロセッサ１０４は、メモ
リ１０６に格納されたコンピュータ可読命令をフェッチして実行するように構成されてい
てもよい。
【００２１】
[0033]　タッチ表面１０８としては、タッチ入力を検出するように構成された任意の種類
の機器／デジタイザが挙げられる。検出は、容量性、光学的、またはその他任意の検知技
術に基づいてもよい。タッチ表面１０８は、（接触領域の）タッチ、圧力、および／また
は力を検知する触覚センサを具備してもよい。この代替または追加として、タッチ表面１
０８は、物体の近接または接触を検出するカメラ、マイク、または別のセンサ（たとえば
、赤外線センサ）を具備してもよいし、これらと関連付けられてもよい。一例として、タ
ッチ表面１０８は、コンテンツを表示するように構成されたタッチスクリーン（電子ディ
スプレイ）等の直接タッチ機器／デジタイザを含む。別の例として、タッチ表面１０８は
、タッチパッド（トラックパッドとしても知られている）等の間接タッチ機器／デジタイ
ザを含む。直接タッチ機器（たとえば、タッチスクリーン）の場合は、ユーザがタッチす
る画面の場所に基づいて、表示画面位置が直接的にタッチ入力と関連付けられる。これに
対して、間接タッチ機器（たとえば、タッチパッド）の場合は、タッチ入力が表示画面上
の対応位置にマッピングまたは変換される必要がある。タッチ表面１０８は、機器１０２
に含まれるものとして示しているが、タッチスクリーンモニタ等、機器１０２に接続ある
いは関連付けられた外部機器を備えてもよい。
【００２２】
[0034]　本明細書に記載の通り、入力が物理的接触を含んでもよいし、物理的接触と関連
付けられてもよい。たとえば、特定の位置において、入力ツールまたは指がタッチ表面１
０８に対して物理的にタッチしていてもよい。あるいは、入力が非物理的な接触を含んで
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もよいし、非物理的な接触と関連付けられてもよい。たとえば、入力ツールまたは指は、
タッチ表面１０８の所定および／または検出可能な距離内に位置するものと判定されても
よいが、実際には、タッチ表面１０８と物理的に接触していなくてもよい。個々の入力は
、個々の入力物体により与えられる連続的な（たとえば、中断も間隙もない）接触に対応
する。このため、第１の指によるタッチ入力が１つの接触であり、第２の指によるタッチ
入力が第２の接触である。さらに、手のひらによる大きな接触についても、中断も間隙も
ない場合、個々のタッチ入力と考えられる。
【００２３】
[0035]　メモリ１０６は、１つまたは複数の「モジュール」として構成されたソフトウェ
ア機能を含んでもよい。本明細書において使用される、用語「モジュール」は、説明を目
的としたソフトウェアの例示的な部分を表すものであり、如何なる種類の要件も、所要方
法、様態、機構も表すものではない。したがって、さまざまな「モジュール」について論
じるが、それぞれの機能および／または類似機能の異なる構成（たとえば、結合によるモ
ジュール数の低減、分解によるモジュール数の増大等）も可能である。さらに、本明細書
においては、プロセッサ上で実行可能なソフトウェアおよび／またはファームウェアによ
る実装として特定の機能およびモジュールを説明するが、他の実施形態においては、モジ
ュールの一部または全部を全体的または部分的にハードウェア（たとえば、ASIC、専用処
理ユニット等）で実装することにより、上記機能を実行するようにしてもよい。場合によ
り、これらの機能および／またはモジュールは、オペレーティングシステムの一部として
実装される。他の場合に、これらの機能および／またはモジュールは、デバイスドライバ
（たとえば、タッチ表面１０８のドライバ）、ファームウェア等の一部として実装される
。
【００２４】
[0036]　メモリ１０６は、１つまたは一組のコンピュータ可読媒体を具備してもよい。コ
ンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体および／または通信媒体を含んでもよい。
コンピュータ記憶媒体としては、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュ
ール、または他のデータ等の情報を格納する任意の方法または技術において実装される揮
発性および不揮発性の取外し式および非取外し式媒体が挙げられる。コンピュータ記憶媒
体としては、相変化メモリ（PRAM）、スタティックランダムアクセスメモリ（SRAM）、ダ
イナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）、他の種類のランダムアクセスメモリ（RAM
）、読出し専用メモリ（ROM）、電気的消去・プログラム可能読出し専用メモリ（EEPROM
）、フラッシュメモリ等のメモリ技術、コンパクトディスク読出し専用メモリ（CD-ROM）
、デジタル多用途ディスク（DVD）等の光学ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁
気ディスクストレージ等の磁気記憶装置、またはコンピュータ機器がアクセスする情報の
格納に使用可能なその他任意の非伝送媒体が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２５】
[0037]　これに対して、通信媒体は、搬送波または他の伝送メカニズム等の変調データ信
号にて、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール等のデータを具現化
してもよい。本明細書における規定の通り、コンピュータ記憶媒体は、通信媒体を含まな
い。
【００２６】
[0038]　図１に示すように、メモリ１０６は、分類モジュール１１０を具備する。分類モ
ジュール１１０は、ユーザタッチ入力（たとえば、タッチ接触）を非意図的なタッチ入力
または意図的なタッチ入力として分類するように構成されている。分類は、機器のユーザ
によるペンまたはスタイラス（たとえば、アクティブペン）等の入力ツールを用いた入力
中に行われてもよい。たとえば、図１は、ユーザの第１の手１１２（たとえば、利き手と
考えられる右手）が入力ツール１１４を操作または制御する一方、ユーザの第２の手１１
６（たとえば、利き手と反対の手と考えられる左手）もタッチ入力を与えていることを示
している。当然のことながら、場合によっては、利き手が左手であり、利き手と反対の手
が右手であってもよいし、ユーザに利き手とその反対の手との区別がなくてもよい（たと
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えば、ユーザが両手利きである）。
【００２７】
[0039]　図１において、タッチ表面１０８および／または機器１０２は、入力ツール１１
４が参照番号１１８で示すようにツール入力を与えているか否かを判定するように構成さ
れている。たとえば、入力ツール１１４は、ユーザがメッセージを書いている場合または
写真群をスクロールしている場合にツール入力をアクティブに与えてもよい。また、入力
ツール１１４が使用中で入力を与えている間、タッチ表面１０８および／または機器１０
２は、ユーザタッチ入力を判定するようにしてもよい。第１の例において、ユーザタッチ
入力は、入力ツール１１４を制御している手１１２の手のひら１２０による入力と関連付
けられてもよい。第２の例において、ユーザタッチ入力は、入力ツール１１４を制御して
いる手１１２の上部１２２による入力と関連付けられてもよい。これら第１の２つの入力
例（たとえば、１２０および１２２）は、ユーザの動作に伴って頻繁に生じ得る非意図的
な接触である可能性が最も高い（たとえば、ユーザは、メッセージを書く時に、書字手を
平らな表面に添える癖を有する場合がある）。本明細書の背景においては、一般的な非意
図的入力として、他の例（たとえば、手１１６の添え指）が存在することを理解されたい
。第３の例において、ユーザタッチ入力は、他方の手１１６の指１２４および／または親
指１２６による入力と関連付けられてもよい。場合により、これら第２の２つの入力例（
たとえば、１２４および１２６）は、機器１０２に対する特定の動作（たとえば、ズーム
機能、パン機能等）の指示を対象とした意図的な接触であってもよい。２つの入力（たと
えば、１２４および１２６）は、動作の実行に関するユーザの意図および／または命令と
関連付けられているが、動作の実行に関するユーザの意図および／または命令とは、３つ
以上の接触が関連付けられてもよいし、１つ以下の接触が関連付けられてもよいことを理
解されたい。
【００２８】
[0040]　したがって、タッチ表面１０８は、入力を検出するとともに、機器１０２へと中
継される信号を生成するように構成されており、分類モジュール１１０は、中継信号に基
づいて、ユーザタッチ入力（たとえば、１２０、１２２、１２４、および１２６のうちの
１つ）を非意図的なタッチ入力（たとえば、１２０または１２２）または意図的なタッチ
入力（たとえば、１２４および１２６）として分類するように構成されている。種々の実
施態様において、分類モジュール１１０は、複数の分類器を用いることにより、タッチ入
力がおそらく非意図的なタッチ入力または意図的なタッチ入力であると判定するようにし
てもよい。たとえば、第１の分類器がさまざまな第１の入力因子を評価し、第１の重み集
合に基づいて第１の分類器評価スコアを計算するようにしてもよく、第２の分類器が、た
とえば第１の分類器で評価されていない少なくとも１つの入力因子を含むさまざまな第２
の入力因子を評価し、第１の重み集合と異なる第２の重み集合に基づいて、第２の分類器
評価スコアを計算するようにしてもよい。評価スコアは、評価信頼性閾値との比較により
、分類モジュール１１０が非意図的なタッチ入力であるか意図的なタッチ入力であるかの
タッチ入力の分類において確実に自信を有するようにしてもよい。
【００２９】
[0041]　種々の実施態様において、タッチ表面１０８のセンサは、分類モジュール１１０
への入力に関するデータを報告するように構成されている。たとえば、これらのセンサは
、論理素子または他の素子（たとえば、タイミング素子）を具備することにより、位置情
報および／またはタイミング情報（たとえば、ある時点の接触の位置）を決定および規定
するようにしてもよい。データは、実時間で報告されてもよいし、周期的な報告スケジュ
ール（たとえば、１０ミリ秒間隔、２０ミリ秒間隔、３０ミリ秒間隔等）に従って報告さ
れてもよい。分類モジュール１１０に報告されたデータには、タッチ表面と接触した複数
の物体からの位置情報および／またはタイミング情報を含んでもよい。上述の通り、タッ
チ表面１０８（または、機器１０２等）は、接触領域のサイズ等のさまざまな接触特性の
解析によって（たとえば、指の接触面積は通常、ペンの接触面積よりも大きい）、ツール
入力とユーザタッチ入力（たとえば、指）との間の曖昧性を除去するように構成されてい
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てもよい。さらに、タッチ表面１０８（または、機器１０２等）は、入力ツールがアクテ
ィブで（たとえば、ユーザIDを示す）信号をタッチ表面１０８に伝達可能な場合に、ツー
ル入力とユーザタッチ入力との間の曖昧性を除去するように構成されていてもよい。
【００３０】
[0042]　図２は、図１の機器１０２の例示的な詳細を示している。特に、図２は、機器１
０２の分類モジュール１１０の例示的な一実施態様の詳細を示している。例示的な本実施
態様において、分類モジュール１１０は、第１の分類器２０２（たとえば、モジュール）
と、１つまたは複数の後続分類器２０４（たとえば、第２の分類器および第３の分類器）
とを具備する。
【００３１】
[0043]　一般的に、第１の分類器２０２の目標は、利用可能な情報に基づいて、タッチ入
力が意図的であるか非意図的であるかを比較的迅速に（たとえば、無遅延または限定的な
遅延で）明確に分類することであってもよい。一方、後続分類器２０４の目標は、第１の
分類器２０２が利用可能な情報に加えて、より多くの情報が利用可能となった場合の明確
な分類であってもよい。本明細書において詳述する通り、後続分類器２０４は、第１の分
類器２０２がタッチ入力を意図的または非意図的なものとして明確に分類できない場合に
用いられてもよい。
【００３２】
[0044]　第１の分類器２０２および／または後続分類器２０４は、タッチ表面１０８から
の入力（たとえば、ツール入力および／またはユーザタッチ入力）と関連付けられた情報
を受信するようにしてもよい。第１の分類器２０２は、１つまたは複数の第１の分類器入
力因子を評価するように構成されていてもよく、第１の分類器入力因子がそれぞれ、２０
６で表すように関連する重みを有する。第１の分類器入力因子は、タッチ表面１０８への
入力の到達（たとえば、タッチ表面１０８との最初の接触）と関連付けられた情報を含む
。たとえば、第１の分類器入力因子は、入力の到達と関連付けられたタイミング情報、入
力の到達と関連付けられた位置情報、および／またはタッチ表面の特定のエリア内に到達
した入力数のうちの１つまたは複数に基づいてもよい。入力因子は、評価スコアを計算す
るとき、特定の入力因子が他の入力因子よりも重要となるように重み付けられてもよい。
たとえば、評価スコアが０、１、または０と１との間の何らかの小数値として計算される
ように、「第１の」第１の分類器入力因子が「０．５」の重みを有し、「第２の」第１の
分類器入力因子が「０．３」の重みを有し、「第３の」第１の分類器入力因子が「０．２
」の重みを有してもよい。上記例では３つの入力因子を用いているが、本明細書の背景に
おいては、いくつかの分類段階で２つ以下（たとえば、１つまたは２つ）の入力因子を使
用することも可能であるし、４つ以上（たとえば、４つ、５つ、６つ等）の入力因子を使
用することも可能であることを理解されたい。重みを用いることにより、第１の分類器２
０２は、第１の分類器入力因子の評価に少なくとも部分的に基づいて評価スコアを計算す
るとともに、第１の分類器信頼性閾値に対して第１の分類器評価スコアを比較するように
構成されている。
【００３３】
[0045]　個々の入力因子の評価は、たとえば意図的であること（たとえば、値「１」で表
される正の結果）または非意図的であること（たとえば、値「０」で表される負の結果）
等、タッチ入力がおそらくは２つの選択肢の一方であることを示してもよい。前段落の例
示的な重みを用いることにより、重みが「０．５」である「第１の」第１の分類器入力因
子および重みが「０．２」である「第３の」第１の分類器入力因子の両者の評価によって
、タッチ入力がおそらくは意図的であることが示されるとともに、重みが「０．３」であ
る「第２の」第１の分類器入力因子の評価によって、タッチ入力がおそらくは非意図的で
あることが示されている場合、第１の分類器２０２は、合計（たとえば、（０．５＊１）
＋（０．２＊１）＋（０．３＊０））の決定によって、評価スコアを「０．７」と計算す
ることになる。意図的なタッチ入力に関して第１の分類器信頼性閾値が「０．８」であり
、非意図的なタッチ入力に関して第１の分類器信頼性閾値が「０．２」である場合、第１
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の分類器２０２は、明確な分類を行うことができない（たとえば、評価スコア「０．７」
は、「０．８」以下であるとともに「０．２」以上である）。
【００３４】
[0046]　評価スコアと第１の分類器信頼性閾値との比較に基づいて、第１の分類器２０２
がタッチ入力を明確に分類できない場合、分類モジュール１１０は、第２の分類器（たと
えば、後続分類器２０４のうちの１つ）を用いて、入力因子をさらに評価するようにして
もよい。第２の分類器は、たとえば後の時間等、第１の分類器の後に呼び出されることか
ら、おそらくは入力に関する付加的な情報が利用可能となっている。この付加的な情報は
、入力の移動および／または入力の継続時間と関連付けられている場合が多い。したがっ
て、第２の分類器は、１つまたは複数の第２の入力因子を評価するように構成されていて
もよく、第２の入力因子がそれぞれ、２０８で表すように関連する重みを有する。第２の
入力因子は、第１の分類器が評価した第１の入力因子のうちの１つまたは複数を含んでも
よい。第２の入力因子は、第１の分類器が評価していない少なくとも１つの新たな入力因
子をさらに含んでもよい。たとえば、新たな入力因子は、入力の移動と関連付けられた方
向情報、入力の移動と関連付けられた速度情報、または入力の継続時間情報（たとえば、
本明細書において詳述する一時的継続時間）のうちの１つまたは複数に基づいてもよい。
第２の分類器は、重みを調整して、分類を改善するとともに、１つまたは複数の新たな入
力因子に対処するようにしてもよい。たとえば、第１の分類器が使用する入力因子と関連
付けられた重みを、減少させてもよい。調整された重みを用いることにより、第２の分類
器は、第２の入力因子の評価に少なくとも部分的に基づいて第２の分類器評価スコアを計
算するとともに、第２の分類器信頼性閾値に対して第２の分類器評価スコアを比較するよ
うに構成されている。
【００３５】
[0047]　比較に基づいて、第２の分類器がタッチ入力を明確に分類できない場合、分類モ
ジュール１１０は、第３の分類器（たとえば、後続分類器２０４のうちの１つ）を用いて
、タッチ入力をさらに評価するようにしてもよい。種々の実施態様において、第３の分類
器は、第２の分類器が評価したものと同じ入力因子を評価するが、明確な分類結果がより
得られるように、重みをさらに調整する。
【００３６】
[0048]　種々の実施態様において、第１の分類器２０２および後続分類器２０４は、コン
テキスト情報データストア２１０に格納されたコンテキスト情報を考慮して、タッチ表面
１０８から受信した情報を解析するようにしてもよい。たとえば、コンテキスト情報には
、現在または直近に機器１０２で実行されているプログラムまたはアプリケーション２１
４と関連するアプリケーション情報２１２を含んでもよい。アプリケーション情報２１２
は、実行中のアプリケーションの種類（たとえば、ゲームアプリケーション、文書処理ア
プリケーション、電子メールアプリケーション、またはその他任意のカテゴリのアプリケ
ーション）、現在表示中のコンテンツ（たとえば、表示中のビデオコンテンツ、表示中の
ユーザインターフェース要素等）、相互作用中のアプリケーションのコンテンツ（たとえ
ば、入力受け取っているフィールドコントロールの種類）等を示してもよい。説明のため
、アプリケーション情報２１２は、アプリケーションのユーザが通常、特定のユーザタッ
チ入力（たとえば、特定の接触数、特定の接触移動等）によって意図的な命令またはコマ
ンド（たとえば、ズーム機能）を与える得ることを示してもよい。いくつかの実施態様に
おいて、特定の分類器、対応する重み、および／または信頼性閾値により評価されるよう
に選択された入力因子は、コンテキスト情報データベース２１０に格納されたコンテキス
ト情報に部分的に基づいて可変的に決定されてもよい。
【００３７】
[0049]　また、種々の実施態様において、機器１０２のメモリ１０６は、学習モジュール
２１６を格納してもよい。学習モジュール２１６は、ユーザの機器１０２との相互作用に
関連する情報を学習するようにしてもよい。たとえば、学習モジュール２１６は、ユーザ
の手に関する特性（たとえば、ユーザの指の先端サイズ、手のひらのサイズ等）、ユーザ
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の相互作用の癖（たとえば、書き込み時の手のひらとタッチ表面との接触、添え指等）等
を学習するようにしてもよい。このユーザ情報は、ユーザ入力履歴データストア２１８に
格納されてもよく、タッチ表面１０８のために個人化されたユーザ体験を生み出すために
アクセスおよび利用されてもよい。たとえば、第１のユーザが第２のユーザと異なる学習
特性を有してもよく、この学習特性に基づいてタッチ入力をより良く分類できるように、
機器がユーザを識別可能である。たとえば、機器１０２は、認証情報（たとえば、ログイ
ン名およびパスワード）またはユーザを識別するアクティブ入力ツールの認識もしくは検
出によってユーザを識別するようにしてもよい。いくつかの実施態様において、特定の分
類器、重み、および／または信頼性閾値により評価されるように選択された入力因子は、
ユーザ入力履歴データストア２１８に格納されたユーザ情報に基づいて可変的に決定され
てもよい。
【００３８】
[0050]　図３は、１つまたは複数のネットワーク３０４を介して機器１０２がサービスプ
ロバイダ３０２に接続された例示的な環境３００を示している。サービスプロバイダ３０
２は、１つまたは複数のサービスを機器１０２に提供するようにしてもよい。サービスプ
ロバイダ３０２は、１つまたは複数のデスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュ
ータ、サーバ等、１つまたは複数のコンピュータ機器を具備してもよい。１つまたは複数
のコンピュータ機器は、クラスタ、データセンタ、クラウドコンピューティング環境、ま
たはこれらの組み合わせにて構成されていてもよい。一例として、１つまたは複数のコン
ピュータ機器は、機器１０２から遠隔で動作する演算リソース、記憶リソース等のクラウ
ドコンピューティングリソースを提供する。
【００３９】
[0051]　サービスプロバイダ３０２は、（たとえば、ネットワーク３０４を介して）遠隔
で実行されて動作する点を除いて、機器１０２に含まれるものと類似のモジュール、構成
要素、および／または要素を具備してもよい。たとえば、サービスプロバイダ３０２には
、１つまたは複数の遠隔プロセッサ３０６と、遠隔分類モジュール３１０、遠隔学習モジ
ュール３１２、ならびに／または１つもしくは複数の遠隔アプリケーション３１４を含み
得る遠隔メモリ３０８とを備えてもよい。サービスプロバイダ３０２の遠隔分類モジュー
ル３１０および遠隔学習モジュール３１２は、リソースを機器１０２に提供するとともに
、機器１０２上の分類モジュール１１０および学習モジュール２１６と同様に機能しても
よいし、別様に機能してもよい。
【００４０】
[0052]　１つまたは複数のネットワーク３０４としては、セルラーネットワーク、無線ネ
ットワーク、ローカルエリアネットワーク（LAN）、ワイドエリアネットワーク（WAN）、
パーソナルエリアネットワーク（PAN）、およびインターネット等、複数の異なる種類の
ネットワークのいずれか１つまたは組み合わせが挙げられる。
【００４１】
[0053]　図４は、評価および重み付けによって、ユーザタッチ入力の非意図的なタッチ入
力または意図的なタッチ入力としての分類に用いられる評価スコアの計算に寄与し得る例
示的な入力因子を示した例示的な図４００である。図４に関して説明する例示的な入力因
子には、到達間時間４０２を含む。到達間時間４０２は、第１の分類器、第２の分類器、
および／または第３の分類器のうちの１つまたは複数によって評価されてもよい。
【００４２】
[0054]　到達間時間４０２は、（ｉ）たとえばユーザタッチ入力が到達または開始となっ
た時間である時間ｔ１での手のひら４０４によるタッチ入力と（ｉｉ）たとえばツール入
力が到達または開始となった時間である時間ｔ２での入力ツール４０６による入力との間
の時間差（たとえば、絶対値）である。ユーザタッチ入力（たとえば、４０４）がおそら
くは非意図的または意図的であることを到達間時間４０２が示しているかを判定するため
、分類モジュール１１０の分類器は、到達間時間閾値に対して、到達間時間を評価するよ
うに構成されている。たとえば、手のひらによる非意図的なタッチ入力および入力ツール
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の先端部による意図的なツール入力は通常、閾値時間（たとえば、１秒、２秒等）内のタ
ッチ表面１０８への到達等によって接触する。
【００４３】
[0055]　したがって、分類モジュール１１０の分類器は、ユーザタッチ入力とツール入力
との間の到達間時間を決定するとともに、到達間時間閾値に対して到達間時間を比較する
。到達間時間が到達間時間閾値よりも短い場合、到達間時間因子の評価は、ユーザタッチ
入力がおそらくは非意図的であり、結果が「０」であることを示す（たとえば、ユーザは
、ペンで書いている間、タッチ表面１０８に手のひらを添えている）。これに対して、到
達間時間が到達間時間閾値以上の場合、到達間時間因子の評価は、ユーザタッチ入力がお
そらくは意図的であり（たとえば、ユーザは、参照番号４０８で示すように、おそらくは
書字手でない方の指を使ってズーム機能を実行している）、結果が「１」であって、対応
する重みを乗じることによって評価スコアに寄与することを示す。図４に示すように、ユ
ーザタッチ入力（たとえば、４０４）は、ツール入力（たとえば、４０６）の前に行われ
てもよい。あるいは、ツール入力がユーザタッチ入力の前に行われてもよい。
【００４４】
[0056]　図５は、評価および重み付けによって、タッチ入力の非意図的なタッチ入力また
は意図的なタッチ入力としての分類に用いられる評価スコアの計算に寄与し得る別の例示
的な入力因子を示した例示的な図５００である。図５に関して説明する例示的な入力因子
には、到達間距離５０２を含む。到達間距離５０２は、第１の分類器、第２の分類器、お
よび／または第３の分類器のうちの１つまたは複数によって評価されてもよい。
【００４５】
[0057]　到達間距離５０２は、（ｉ）たとえばユーザタッチ入力が到達または開始となっ
た位置である位置ｐ１での手のひら５０４によるタッチ入力（たとえば、これは、より大
きな接触空間の平均点であってもよい）と（ｉｉ）たとえばツール入力が到達または開始
となった位置である位置ｐ２での入力ツール５０６による入力との間の位置差（たとえば
、絶対値）である。ユーザタッチ入力（たとえば、５０４）がおそらくは意図的または非
意図的であることを到達間距離５０２が示しているかを判定するため、分類モジュール１
１０の分類器は、到達間距離閾値に対して、到達間距離を評価するように構成されている
。たとえば、手のひら５０４による非意図的なタッチ入力および入力ツール５０６の先端
部による入力は通常、到達間距離閾値（たとえば、１０センチメートル、１２センチメー
トル、１５センチメートル等）内のタッチ表面１０８への到達等によって接触する。一例
として、到達間距離閾値は、タッチ表面のサイズ（たとえば、高さおよび幅等の寸法）お
よび／またはユーザの手のサイズに基づいて設定されていてもよい。
【００４６】
[0058]　したがって、分類モジュール１１０の分類器は、ユーザタッチ入力とツール入力
との間の到達間距離を決定するとともに、到達間距離閾値に対して到達間距離を比較する
。到達間距離が到達間距離閾値よりも短い場合、到達間距離因子の評価は、ユーザタッチ
入力がおそらくは非意図的であり、結果が「０」であることを示す（たとえば、ユーザは
、ペンで書いている間、タッチ表面１０８に手のひらを添えている）。これに対して、到
達間距離が到達間距離閾値以上の場合、到達間距離因子の評価は、ユーザタッチ入力がお
そらくは意図的であり（たとえば、ユーザは、参照番号５０８で示すように、おそらくは
書字手でない方の指を使ってズーム機能を実行している）、結果が「１」であって、対応
する重みを乗じることによって評価スコアに寄与することを示す。
【００４７】
[0059]　図６は、評価および重み付けによって、ユーザタッチ入力の非意図的なタッチ入
力または意図的なタッチ入力としての分類に用いられる評価スコアの計算に寄与し得る別
の例示的な入力因子を示した例示的な図６００である。図６に関して説明する例示的な入
力因子には、タッチ表面１０８の特定の部分でなされた入力の数（たとえば、クラスタ）
の比較を含む。入力数は、第１の分類器、第２の分類器、および／または第３の分類器の
うちの１つまたは複数によって評価されてもよい。
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【００４８】
[0060]　入力数に関する入力因子は、タッチ表面１０８を少なくとも２つの部分に分割す
ることに基づく。種々の実施態様において、分類モジュール１１０の分類器のうちの１つ
は、入力ツールの水平位置６０２を決定し、水平位置６０２に基づく第１の側（たとえば
、図６に示す左側６０４）および水平位置６０２に基づく第２の側（たとえば、図６に示
す右側６０６）にタッチ表面を分割する。図６の点線は、タッチ表面１０８の分割を示し
ている。そして、分類器は、各部分内の入力数（たとえば、部分内の接触数または部分中
の接触の「クラスタ化」数）を決定するようにしてもよい。たとえば、図６は、左側６０
４にＮ個のユーザ入力６０８（１）・・・６０８（Ｎ）を含むことを示しており、Ｎは整
数である。図６は、右側６０６にＭ個のユーザ入力６１０（１）・・・６１０（Ｍ）を含
むことをさらに示しており、Ｍも整数である（たとえば、ＮおよびＭは、異なる整数であ
ってもよいし、同じ整数であってもよい）。図６の例に関して、６０８（１）・・・６０
８（Ｎ）で表す入力は、意図的な入力としてラベル付けされており（たとえば、ユーザは
、ズーム命令を意図的に入力している）、６１０（１）・・・６１０（Ｍ）で表す入力は
、非意図的な入力としてラベル付けされている（たとえば、ユーザは、手のひらおよび／
または手の上部をタッチ表面１０８に添えており、この入力は意図的ではない）。
【００４９】
[0061]　上述の通り、個々の指による入力は、個々の入力と考えられるため、ユーザが２
つの指を使っている場合は２つの入力が存在し、ユーザが３つの指を使っている場合は３
つの入力が存在することになり、以下同様である。さらに、手のひらによる入力は、連続
的である場合、同様に個々の入力と考えられる。
【００５０】
[0062]　入力数の決定後、分類器は、ある部分の入力数（たとえば、左側６０４のＮ個）
を別の部分の入力数（たとえば、右側６０６のＭ個）に対して比較することにより、比（
Ｎ：Ｍ）を決定するようにしてもよく、たとえばその逆（Ｍ：Ｎ）も可能である。そして
、分類器は、比が少なくとも（２：１）であるかを判定するようにしてもよい。種々の実
施態様において、ユーザタッチ入力（たとえば、６０８（１））がクラスタの一部と評価
された場合であり、たとえば図６においてＮが２以上と等しく、別のクラスタと比較して
入力数が少なくとも２倍（たとえば、（２：１）比）であり、たとえば図６においてＭが
１以下と等しい場合、入力数に関する入力因子は、ユーザタッチ入力（たとえば、６０８
（１））がおそらくは意図的であり、たとえば結果が「１」であって、対応する重みを乗
じることによって評価スコアに寄与することを示す。これに対して、ユーザタッチ入力（
たとえば、６０８（１））がクラスタの一部と評価された場合であり、たとえば図６にお
いてＮ＝１であり、別のクラスタと比較して入力数が少なくとも２倍ではなく、たとえば
図６においてＭ＝１である場合、入力数に関する入力因子は、ユーザタッチ入力（たとえ
ば、６０８（１））が非意図的と考えられ、たとえばこの評価の結果が「０」であること
を示す。
【００５１】
[0063]　図７は、評価および重み付けによって、ユーザタッチ入力の非意図的なタッチ入
力または意図的なタッチ入力としての分類に用いられる評価スコアの計算に寄与し得る別
の例示的な入力因子を示した例示的な図７００である。図７に関して説明する例示的な入
力因子には、入力の移動の方向を含む。入力の移動に関する情報は、最初の接触後に検知
されるため、種々の実施態様においては、第２の分類器および／または第３の分類器のう
ちの１つまたは複数によって、移動方向に関する入力因子が評価されてもよい。
【００５２】
[0064]　入力の移動の方向は、経時的な（たとえば、第１の位置から第２の位置までの）
入力の検知位置の追跡によって決定されてもよい。たとえば、図７は、ユーザの右手が制
御する入力ツールによる入力が位置７０２から位置７０４まで移動したことを示している
。このため、入力ツールの移動の方向は、７０６で表される。また、図７は、手のひらに
よるタッチ入力（たとえば、非意図的な入力）が位置７０８から位置７１０まで移動した
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ことを示している。このため、手のひらの移動の方向は、７１２で表される。図７は、他
方の手の指によるタッチ入力（たとえば、意図的な入力）が位置７１４から位置７１６ま
で移動したことをさらに示している。このため、指の移動の方向は、７１８で表される。
【００５３】
[0065]　移動方向に関する入力因子が非意図的なユーザタッチ入力を示しているのか意図
的なユーザタッチ入力を示しているのかを評価するため、分類モジュール１１０の分類器
は、ユーザタッチ入力（たとえば、７１２および／または７１８）の移動の方向をツール
入力（たとえば、７０６）の移動の方向に対して比較することにより、差を決定するよう
に構成されている。手のひら等による非意図的な入力は、（たとえば、７０６および７１
２によって示すように）入力ツールと同じ方向に沿って移動することまたは概ね同じ方向
で移動することが多くなる可能性があるため、分類器は、（たとえば、ユーザタッチ入力
とツール入力との間の）移動の方向の差を方向差閾値（たとえば、５°または１０°等、
２つの方向を分離する特定の角度）に対してさらに比較するようにしてもよい。この追加
比較によって、移動の方向の差が方向差閾値よりも小さい（たとえば、移動が同じ方向ま
たは概ね同じ方向である）と判定された場合、移動方向に関する入力因子の評価は、ユー
ザタッチ入力がおそらくは非意図的であり、結果が「０」であることを示す（たとえば、
ユーザは、ペンで書いている間、タッチ表面１０８に手のひらを添えて動かしている）。
これに対して、移動の方向の差が方向差閾値以上の場合、移動方向に関する入力因子の評
価は、ユーザタッチ入力がおそらくは意図的であり（たとえば、ユーザは、おそらくは書
字手でない方の指を使ってズーム機能を実行しており、移動の方向がペンの方向と大幅に
異なる）、結果が「１」であって、対応する重みを乗じることによって評価スコアに寄与
することを示す。
【００５４】
[0066]　複数のユーザタッチ入力が存在する種々の実施態様において、分類器は、ツール
入力の移動の方向に対してユーザタッチ入力の移動の方向の差を比較するようにしてもよ
く、また、ツール入力の移動の方向（たとえば、７０６）に移動方向がより近いユーザタ
ッチ入力を決定するようにしてもよい。最も近いと判定されたユーザタッチ入力は、非意
図的なタッチ入力と判定されてもよい（たとえば、７１２の方向は、７１８の方向と比較
した場合、７０６の方向により近い）。これは、上述の方向差閾値との比較に基づく評価
の追加または代替として行われてもよい。
【００５５】
[0067]　図８は、評価および重み付けによって、ユーザタッチ入力の非意図的なタッチ入
力または意図的なタッチ入力としての分類に用いられる評価スコアの計算に寄与し得る別
の例示的な入力因子を示した例示的な図８００である。図８に関して説明する例示的な入
力因子には、入力の移動の速度を含む。入力の移動に関する情報は、最初の接触後に検知
されるため、種々の実施態様においては、第２の分類器および／または第３の分類器のう
ちの１つまたは複数によって、移動速度に関する入力因子が評価されてもよい。
【００５６】
[0068]　移動の速度は、入力の位置の変化（たとえば、第１の位置と第２の位置との間の
距離）および入力の継続時間（たとえば、第１の時間と第２の時間との差）を用いて決定
されてもよい。これにより、移動の速度は、（Δｐ／Δｔ）として計算されてもよく、セ
ンチメートル毎ミリ秒（ｃｍ／ｍｓ）で表されてもよい。したがって、入力の移動の速度
は、経時的な入力の検知位置の追跡によって決定されてもよい。
【００５７】
[0069]　図８は、ユーザの右手が制御する入力ツールによる入力が特定の継続時間（たと
えば、５００ミリ秒）に位置８０２から位置８０４まで（たとえば、１４センチメートル
）移動したことを示している。このため、入力ツールの移動の速度は、８０６で表される
。また、図８は、手のひらによるタッチ入力（たとえば、非意図的な入力）が特定の継続
時間に位置８０８から位置８１０まで移動したことを示している。このため、手のひらの
移動の速度は、８１２で表される。図８は、他方の手の指によるタッチ入力（たとえば、
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意図的な入力）が特定の継続時間に位置８１４から位置８１６まで移動したことをさらに
示している。このため、指の移動の速度は、８１８で表される。
【００５８】
[0070]　移動速度に関する入力因子が非意図的なユーザタッチ入力を示しているのか意図
的なユーザタッチ入力を示しているのかを評価するため、分類モジュール１１０の分類器
は、ユーザタッチ入力（たとえば、８１２および／または８１８）の移動の速度をツール
入力（たとえば、８０６）の移動の速度に対して比較することにより、速度の差を決定す
るように構成されている。手のひら等による非意図的な入力は、入力ツールと同じ速度で
移動することまたは概ね同じ速度で移動することが多くなる可能性があるため、分類器は
、移動の速度の差を速度差閾値（たとえば、２センチメートル／１００ミリ秒等、２つの
速度を分離する特定の速度）に対して比較するようにしてもよい。移動の速度の差が速度
差閾値よりも小さい（たとえば、入力が同じ速さまたは概ね同じ速さで移動している）場
合、移動速度に関する入力因子の評価は、ユーザタッチ入力がおそらくは非意図的であり
、結果が「０」であることを示す（たとえば、ユーザは、ペンで書いている間、タッチ表
面１０８に手のひらを添えて、ペンと同じ速さで動かしている）。これに対して、移動の
速度の差が速度差閾値以上の場合、移動速度に関する入力因子の評価は、ユーザタッチ入
力がおそらくは意図的であり（たとえば、ユーザは、おそらくは書字手でない方の指を使
ってズーム機能を実行しており、移動の速度がペンの速度と大幅に異なる）、結果が「１
」であって、対応する重みを乗じることによって評価スコアに寄与することを示す。
【００５９】
[0071]　複数のユーザタッチ入力が存在する種々の実施態様において、分類器は、ツール
入力の移動の速度に対してユーザタッチ入力の移動の速度の差を比較するようにしてもよ
く、また、ツール入力の移動の速度（たとえば、８０６）に移動速度がより近いユーザタ
ッチ入力を決定するようにしてもよい。最も近いと判定されたユーザタッチ入力は、非意
図的なタッチ入力と判定されてもよい（たとえば、８１２は、８１８と比較した場合、８
０６により近い）。これは、上述の速度差閾値との比較に基づく評価の追加または代替と
して行われてもよい。
【００６０】
[0072]　図９は、評価および重み付けによって、ユーザタッチ入力の非意図的なタッチ入
力または意図的なタッチ入力としての分類に用いられる評価スコアの計算に寄与し得る別
の例示的な入力因子を示した例示的な図９００である。図９に関して説明する例示的な入
力因子には、ユーザタッチ入力が一時的タッチ入力群の一部であるか否かの判定を含む。
一時的タッチ入力は、接触の継続時間が継続時間閾値よりも短い（たとえば、２００ｍｓ
未満、５００ｍｓ未満等）入力である。ユーザタッチ入力が一時的タッチ入力群の一部で
あるか否かの判定は、第２の分類器および／または第３の分類器によって評価されてもよ
い。
【００６１】
[0073]　まず、分類器は、タッチ入力の継続時間を継続時間閾値に対して比較することに
よりユーザタッチ入力が一時的であるかを判定することによって、この入力因子を評価す
る。その後、分類器は、ある期間（たとえば、２秒、５秒、１０秒等）にわたって生じる
一時的ユーザタッチ入力の数を決定するようにしてもよい。たとえば、図９は、入力ツー
ルを制御する手のひらによってＫ個の一時的入力９０２（１）・・・９０２（Ｋ）が生じ
たことを示しており、Ｋは整数である。その後、分類器は、値Ｋを一時的入力数閾値に対
して比較し、値Ｋが一時的入力数閾値以上（たとえば、３、５、７、１０等）である場合
、一時的タッチ入力群の一部である個々のタッチ入力（たとえば、９０２（１）・・・９
０２（Ｋ））に関して、一時的入力因子は、ユーザタッチ入力がおそらくは非意図的であ
り、たとえばこの評価の結果が「０」であることを示す（たとえば、手のひらは、ユーザ
がペンでメッセージを書いている間、一連の一時的接触の原因となっている）。これに対
して、値Ｋが一時的入力数閾値より小さい場合、一時的タッチ入力群の一部である個々の
タッチ入力（たとえば、９０２（１）・・・９０２（Ｋ））に関して、一時的入力因子の
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評価は、ユーザタッチ入力がおそらくは意図的なタッチ入力であり、たとえば結果が「１
」であって、対応する重みを乗じることによって評価スコアに寄与することを示す。
【００６２】
[0074]　図１０～図１３は、本明細書に記載の技術を使用する例示的なプロセスを示して
いる。説明の便宜上、これらの例示的なプロセスは、図１、図２、図３、または図１～図
３の任意の組み合わせの環境で実行されるものとして記載する。たとえば、これら例示的
なプロセスの個々の動作のうちの１つまたは複数は、機器１０２および／またはサービス
プロバイダ３０２によって実行されてもよい。しかし、プロセスは、他の環境および他の
機器によっても同様に実行可能である。
【００６３】
[0075]　例示的なプロセスは、論理フロー図として図示しており、その各動作は、ハード
ウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせにて実装可能な一連の動作を表す。ソ
フトウェアの背景において、これらの動作は、１つまたは複数のプロセッサによって実行
された場合に、当該動作を実行するように機器を構成する１つまたは複数のコンピュータ
可読記憶媒体に格納されたコンピュータ実行可能命令を表す。一般的に、コンピュータ実
行可能命令には、特定の機能の実行または特定の抽象データ型の実装を行うルーチン、プ
ログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等を含む。動作の記載順は、限定
的な解釈を何ら意図しておらず、任意数の当該動作を任意の順序および／または並列に組
み合わせてプロセスを達成することができる。さらに、個々の動作のいずれが省略されて
もよい。
【００６４】
[0076]　図１０は、タッチ入力を非意図的なタッチ入力または意図的なタッチ入力として
分類する例示的なプロセス１０００を示している。いくつかの例において、分類は、機器
１０２および／またはタッチ表面によって入力ツールがアクティブと判定された場合に行
われる。
【００６５】
[0077]　１００２において、分類モジュール１１０は、たとえば入力ツールとタッチ表面
との接触に基づいて、ツール入力と関連付けられた情報を受信する（たとえば、図１０～
図１３のいずれか１つの説明に関しては、遠隔分類モジュール３１０が用いられてもよい
）。情報は、ツール入力の到達および／またはツール入力の移動と関連付けられてもよい
。分類モジュール１１０、機器１０２の他の構成要素、またはタッチ表面１０８は、入力
ツールによる信号検出および／またはツール入力とユーザ入力との識別特性に基づいて、
入力ツールによる入力とユーザによる（たとえば、指、手のひら、親指、腕の一部等を介
した）タッチ入力との間の曖昧性を除去するように構成されていてもよい。
【００６６】
[0078]　１００４において、分類モジュール１１０は、たとえばユーザ物体（たとえば、
指）とタッチ表面との間の接触に基づいて、ユーザタッチ入力と関連付けられた情報を受
信する。上述の通り、情報は、ユーザタッチ入力の到達および／またはユーザタッチ入力
の移動と関連付けられてもよい。
【００６７】
[0079]　１００６において、分類モジュール１１０は、分類器を用いて、個々のユーザタ
ッチ入力が意図的であるか非意図的であるかを判定する。たとえば、分類モジュール１１
０は、図４～図９に関して上述した入力因子のうちの１つまたは複数を評価することによ
り、ユーザタッチ入力が意図的であるか非意図的であるかを判定するようにしてもよい。
【００６８】
[0080]　判定１００８において、分類は、ユーザタッチ入力が意図的であるかを判定する
。ユーザタッチ入力が意図的であると分類モジュール１１０が判定した場合（「はい」）
は、プロセスが１０１０に進んで、機器１０２がユーザタッチ入力を処理するとともに、
応答動作を実行する（たとえば、機器１０２は、ズーム命令を受けたことに応答して、ズ
ーム機能を実行する）。
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【００６９】
[0081]　判定１００８において、ユーザタッチ入力が非意図的であると分類モジュール１
１０が判定した場合（「いいえ」）は、プロセスが１０１２に進んで、機器１０２がユー
ザタッチ入力を無視する。
【００７０】
[0082]　図１１は、多段階分類の第１の分類段階を実装する例示的なプロセス１１００を
示した図である。例示的なプロセス１１００は、図１０の例示的なプロセス１０００の動
作１００６との関連で実行されてもよい。
【００７１】
[0083]　１１０２において、第１の分類器２０２は、第１の入力因子の決定またはアクセ
スを行って、当該第１の入力因子の重みを設定する。種々の実施態様において、第１の分
類器入力因子は、タッチ表面１０８への入力の到達と関連付けられた情報を含む。一例と
して、第１の分類器入力因子には、図４に関して論じた到達間時間因子および図５に関し
て論じた到達間距離因子を含んでもよい。別の例において、第１の分類器入力因子には、
到達間時間因子、到達間距離因子、および図６に関して論じた入力数（たとえば、クラス
タ）を含んでもよい。
【００７２】
[0084]　１１０４において、第１の分類器２０２は、ツール入力およびユーザタッチ入力
と関連付けられた受信情報を評価することにより、個々の第１の分類器入力因子が意図的
なタッチ入力を示すのか非意図的なタッチ入力を示すのかを判定する。たとえば、評価の
一部として、第１の分類器は、図４に関して上述した通り、到達間時間を決定し、決定し
た到達間時間を到達間時間閾値に対して比較するようにしてもよい。別の例においては、
評価の一部として、第１の分類器は、図５に関して上述した通り、到達間距離を決定し、
決定した到達間距離を到達間距離閾値に対して比較するようにしてもよい。さらに別の例
においては、評価の一部として、第１の分類器は、図６に関して上述した通り、タッチ表
面の第１の部分の入力数をタッチインターフェースの第２の部分の入力数に対して比較す
ることにより、比が少なくとも（２：１）であるかを判定するようにしてもよい。
【００７３】
[0085]　１１０６において、第１の分類器２０２は、評価に基づいて、第１の分類器評価
スコアを計算する。第１の分類器は、重みを用いて第１の分類器評価スコアを計算する。
たとえば、到達間時間因子が第１の重み（たとえば、「０．６」）と関連付けられ、到達
間距離因子が第２の重み（たとえば、「０．２」）と関連付けられ、接触数（たとえば、
クラスタ）因子が第３の重み（たとえば、「０．２」）と関連付けられてもよく、重みの
合計が値１になるため、第１の分類器評価スコアは、０、１、または０と１との間の何ら
かの小数値として計算されることになる。
【００７４】
[0086]　判定１１０８において、第１の分類器２０２は、第１の分類器評価スコアが第１
の分類器信頼性閾値を満たすかを判定する。１１０８の答えが「はい」の場合は、プロセ
スが１１１０に進んで、第１の分類器がユーザタッチ入力を意図的なタッチ入力または非
意図的なタッチ入力として明確に分類する。１１０８の答えが「いいえ」の場合は、プロ
セスが１１１２に進んで、分類モジュール１１０が後続分類器を用いて分類プロセスを進
めることを決定する（たとえば、第１の分類器がユーザタッチ入力を明確に分類できなか
ったため、プロセスは、たとえば図１２の例示的なプロセス１２００等の後続段階へと移
行する）。
【００７５】
[0087]　種々の実施態様において、第１の分類器は、意図的な入力に対して第１の分類器
信頼性閾値（たとえば、「０．７９」）を有し、非意図的な入力に対して別の第１の分類
器信頼性閾値（たとえば、「０．４１」）を有してもよい。１１０６の例示的な重みを用
いて第１の例を説明するため、ユーザタッチ入力が意図的であった可能性を示すように到
達間時間因子および入力数因子が評価されており、ユーザタッチ入力が非意図的であった
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可能性を示すように到達間距離因子が評価されている場合、第１の分類器評価スコアは、
「０．８」となる（たとえば、（０．６）＊１＋（０．２）＊１＋（０．２）＊０）。計
算した評価スコアが意図的な入力の第１の分類器信頼性閾値（たとえば、「０．７９」）
を満たす（たとえば、この閾値以上である）ことから、第１の分類器は、ユーザタッチ入
力を意図的なタッチ入力として明確に分類可能である。
【００７６】
[0088]　１１０６の例示的な重みを用いて第２の例を説明するため、ユーザタッチ入力が
非意図的であった可能性を到達間時間因子が示しており、ユーザタッチ入力が意図的であ
った可能性を示すように到達間距離因子および入力数因子が評価されている場合、第１の
分類器評価スコアは、「０．４」となる（たとえば、（０．６）＊０＋（０．２）＊１＋
（０．２）＊１）。この計算した評価スコアが同様に非意図的な入力の他の第１の分類器
信頼性閾値（たとえば、「０．４１」）を満たす（たとえば、この閾値未満である）こと
から、第１の分類器は、ユーザタッチ入力を非意図的なタッチ入力として明確に分類可能
である。
【００７７】
[0089]　これに対して、第１の分類器評価スコアが「０．４１」と「０．７９」との間（
たとえば、上記例で用いた閾値）である場合、第１の分類器は、明確な分類を行うことが
できない。
【００７８】
[0090]　上述の通り、重みおよび／または信頼性閾値は、個々のユーザ入力またはユーザ
入力群（たとえば、より大きな母集団のサンプル）に基づいてトレーニングおよび／また
は調整可能となるように、可変的に設定されてもよい。
【００７９】
[0091]　図１２は、第１の分類段階がタッチ入力を明確に分類できない場合の多段階分類
の第２の分類段階を実装する例示的なプロセス１２００を示している。例示的なプロセス
１２００は、図１１の例示的なプロセス１１００の動作１１１２との関連で実行されても
よい。
【００８０】
[0092]　１２０２において、第２の分類器（たとえば、後続分類器２０４のうちの１つ）
は、第２の分類器入力因子の決定またはアクセスを行って、当該第２の分類器入力因子の
重みを設定する。種々の実施態様において、第２の分類器入力因子は、第１の分類器入力
因子のうちの１つまたは複数を含んでもよい。また、第２の分類器入力因子には、入力の
移動に基づく少なくとも１つの新たな入力因子を含む。一例として、第２の分類器入力因
子は、図７に関して上述した方向因子を含んでもよい。別の例において、第２の分類器入
力因子は、図８に関して上述した速度因子を含んでもよい。さらに別の例において、第２
の分類器入力因子は、図９に関して上述した一時的継続時間因子を含んでもよい。このよ
うに、第２の分類器入力因子は、図４～図９に関して上述した通り、入力因子のさまざま
な組み合わせを含んでもよい。いくつかの例示的なシナリオにおいて、第１の分類器入力
因子も第２の分類器入力因子として評価されている場合、対応する重みを、第２の分類器
評価スコアへの寄与に関するその重要性および影響を小さくするように減少させる。逆に
、新たな入力因子（たとえば、方向差因子または速度差因子）は、第２の分類器評価スコ
アへの寄与に関してより大きい重要性および影響を有してもよい。
【００８１】
[0093]　１２０４において、第２の分類器は、ツール入力およびユーザタッチ入力と関連
付けられた受信情報（たとえば、これには、過去に受信した情報およびプロセス１１００
の第１の分類の開始または完了後に受信した新たな情報を含んでもよい）を評価すること
により、個々の第２の分類器入力因子が意図的なタッチ入力を示すのか非意図的なタッチ
入力を示すのかを判定する。たとえば、評価の一部として、第２の分類器は、図７に関し
て上述した通り、方向の差を決定し、決定した方向の差を方向差閾値に対して比較するよ
うにしてもよい。別の例においては、評価の一部として、第２の分類器は、図８に関して
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上述した通り、速度の差を決定し、決定した速度の差を速度差閾値に対して比較するよう
にしてもよい。さらに別の例においては、評価の一部として、第２の分類器は、図９に関
して上述した通り、一時的入力数を一時的入力数閾値に対して比較するようにしてもよい
。
【００８２】
[0094]　場合により、第２の分類器は、第１の分類器が評価した入力因子の再評価を必要
としなくてもよいし、評価スコアの計算に用いられるその対応する重みを調整するように
してもよい。
【００８３】
[0095]　１２０６において、第２の分類器は、評価に基づいて、第２の分類器評価スコア
を計算する。第２の分類器は、重みを用いて第２の分類器評価スコアを計算する。たとえ
ば、到達間時間因子と関連付けられた第１の重みは、プロセス１１００の一例として使用
した値よりも小さな値である「０．３」であってもよい。この例の続きとして、到達間距
離因子と関連付けられた第２の重みは、同じくプロセス１１００の一例として使用した値
よりも小さな値である「０．１」であってもよい。この例の続きとして、入力数因子と関
連付けられた重みは、第２の分類器が使用しないため、もはや存在していなくてもよい。
続いて、方向因子と関連付けられた第３の重みが「０．４」であってもよく、速度因子と
関連付けられた第４の重みが「０．２」であってもよい（たとえば、４つの重みの合計は
、ここでも１になる）。第２の分類器評価スコアは、たとえば評価の結果（たとえば、非
意図的であることを示す０または意図的であることを示す１）に対して対応する第２の分
類器重みを乗じ、第２の分類器入力因子それぞれによる寄与を合計することにより、上述
の例と同様に計算されてもよい。
【００８４】
[0096]　判定１２０８において、第２の分類器は、第２の分類器評価スコアが第２の分類
器信頼性閾値を満たすかを判定する。１２０８の答えが「はい」の場合は、プロセスが１
２１０に進んで、第２の分類器がユーザタッチ入力を意図的なタッチ入力または非意図的
なタッチ入力として明確に分類する。１２０８の答えが「いいえ」の場合は、プロセスが
１２１２に進んで、分類モジュール１１０が後続分類器を用いて分類プロセスを進めるこ
とを決定する（たとえば、第１の分類器および第２の分類器がともにユーザタッチ入力を
明確に分類できなかったため、プロセスは、たとえば図１３の例示的なプロセス１３００
等の後続段階へと移行する）。
【００８５】
[0097]　また、第２の分類器は、意図的な入力に対して第２の分類器信頼性閾値を有し、
非意図的な入力に対して別の第２の分類器信頼性閾値を有してもよい。第２の分類器信頼
性閾値は、第１の分類器信頼性閾値と同じであってもよいし、異なっていてもよい。
【００８６】
[0098]　図１３は、第１の分類段階および第２の分類段階がタッチ入力を明確に分類でき
ない場合の多段階分類の第３の分類段階を実装する例示的なプロセス１３００を示してい
る。例示的なプロセス１３００は、図１２の例示的なプロセス１２００の動作１２１２と
の関連で実行されてもよい。
【００８７】
[0099]　１３０２において、第３の分類器（たとえば、後続分類器２０４のうちの１つ）
は、第２の分類器入力因子に対して第２の分類器により用いられる重みを調整する。種々
の実施態様において、第３の分類器は、第２の分類器が使用するものと比較して、新たな
入力因子を一切導入しない。むしろ、第３の分類器は、移動と関連付けられた入力因子（
たとえば、方向因子および／または速度因子）の重みを増し、到達と関連付けられた入力
因子（たとえば、到達間時間因子および到達間距離因子）の重みを減少させる。
【００８８】
[0100]　１３０４において、第３の分類器は、ツール入力およびユーザ入力と関連付けら
れた受信情報（たとえば、これには、過去に受信した情報およびプロセス１２００の第２
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の分類の開始または完了後に受信した新たな情報を含んでもよい）を評価することにより
、個々の第３の分類器入力因子が意図的なタッチ入力を示すのか非意図的なタッチ入力を
示すのかを判定する。場合により、第３の分類器は、第１の分類器または第２の分類器が
評価した入力因子の再評価を必要としなくてもよい。
【００８９】
[0101]　１３０６において、第３の分類器は、評価に基づいて、第３の分類器評価スコア
を計算する。第３の分類器は、調整した重みを用いて第３の分類器評価スコアを計算する
。
【００９０】
[0102]　判定１３０８において、第３の分類器は、第３の分類器評価スコアが第３の分類
器信頼性閾値を満たすかを判定する。１３０８の答えが「はい」の場合は、プロセスが１
３１０に進んで、第３の分類器がユーザタッチ入力を意図的なタッチ入力または非意図的
なタッチ入力として明確に分類する。１３０８の答えが「いいえ」の場合は、プロセスが
１３１２に進んで、分類モジュール１１０が分類を決定できないものと判定し、ユーザタ
ッチ入力に関して、初期の操作モードを実行する（たとえば、ユーザタッチ入力の自動的
な抑制、未分類タッチ入力を示すユーザへの通知等）。
【００９１】
[0103]　また、第３の分類器は、意図的な入力に対して第３の分類器信頼性閾値を有し、
非意図的な入力に対して別の第３の分類器信頼性閾値を有してもよい。第３の分類器信頼
性閾値は、第１または第２の分類器信頼性閾値と同じであってもよいし、異なっていても
よい。
【００９２】
結論
[0104]　以上、構造的特徴および／または方法論的動作に固有の表現で実施例および／ま
たは実施態様を説明したが、本開示は、必ずしも上記固有の特徴または動作に限定されな
いことを理解されたい。むしろ、上記固有の特徴および動作は、実施例および／または実
施態様を達成する例示的な形態として本明細書に開示している。
【実施例】
【００９３】
[0105]　実施例Ａ：入力ツールと関連付けられた少なくとも１つのツール入力およびユー
ザタッチ入力を含む複数の入力を受け取るように構成されたタッチ表面と、タッチ表面に
対して通信可能に結合された１つまたは複数のプロセッサと、１つまたは複数のプロセッ
サに対して通信可能に結合されたメモリと、メモリに格納され、１つまたは複数のプロセ
ッサによって、第１の分類器を実装することにより、ツール入力およびユーザタッチ入力
と関連付けられた情報を評価して、ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であるか非意
図的なタッチ入力であるかを判定することであり、評価される情報が、ユーザタッチ入力
の到達に対するツール入力の到達と関連付けられた、ことと、ユーザタッチ入力が意図的
なタッチ入力であるか非意図的なタッチ入力であるかを第１の分類器が判定できないこと
に応答して、少なくとも１つの後続分類器を実装することにより、付加的な情報を評価し
て、ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であるか非意図的なタッチ入力であるかを判
定することであり、評価される付加的な情報が、ユーザタッチ入力の移動に対するツール
入力の移動と関連付けられた、こととを行うように実行可能である分類モジュールと、を
備えた、システム（たとえば、機器１０２）。
【００９４】
[0106]　実施例Ｂ：入力ツールが、タッチ表面による検出およびタッチ表面による使用に
よって、ツール入力とユーザタッチ入力とを識別可能な信号を生成するように構成された
アクティブペンまたはアクティブスタイラスの一方を含み、ユーザタッチ入力が、ユーザ
の手の指または手のひらによる接触に基づく、実施例Ａに記載のシステム。
【００９５】
[0107]　実施例Ｃ：第１の分類器が、情報を評価して、ツール入力がタッチ表面に到達し
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た時間とユーザタッチ入力がタッチ表面に到達した時間との間の到達間時間を決定する、
実施例ＡまたはＢに記載のシステム。
【００９６】
[0108]　実施例Ｄ：到達間時間が到達間時間閾値よりも短い場合、第１の分類器の評価の
少なくとも一部が、ユーザタッチ入力が非意図的なタッチ入力であることを示し、到達間
時間が到達間時間閾値以上である場合、第１の分類器の評価の少なくとも一部が、ユーザ
タッチ入力が意図的なタッチ入力であることを示す、実施例Ｃに記載のシステム。
【００９７】
[0109]　実施例Ｅ：第１の分類器が、情報を評価して、ツール入力がタッチ表面に到達し
た位置とユーザタッチ入力がタッチ表面に到達した位置との間の到達間距離を決定する、
実施例Ａ～Ｄのいずれか１つに記載のシステム。
【００９８】
[0110]　実施例Ｆ：到達間距離が到達間距離閾値よりも短い場合、第１の分類器の評価の
少なくとも一部が、ユーザタッチ入力が非意図的なタッチ入力であることを示し、到達間
距離が到達間距離閾値以上である場合、第１の分類器の評価の少なくとも一部が、ユーザ
タッチ入力が意図的なタッチ入力であることを示す、実施例Ｅに記載のシステム。
【００９９】
[0111]　実施例Ｇ：少なくとも１つの後続分類器が、付加的な情報を評価して、ツール入
力の移動の方向とユーザタッチ入力の移動の方向との間の差を決定する、実施例Ａ～Ｆの
いずれか１つに記載のシステム。
【０１００】
[0112]　実施例Ｈ：差が方向差閾値よりも小さい場合、少なくとも１つの後続分類器の評
価の少なくとも一部が、ユーザタッチ入力が非意図的なタッチ入力であることを示し、差
が方向差閾値以上である場合、少なくとも１つの後続分類器の評価の少なくとも一部が、
ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であることを示す、実施例Ｇに記載のシステム。
【０１０１】
[0113]　実施例Ｉ：少なくとも１つの後続分類器が、付加的な情報を評価して、ツール入
力の移動の速度とユーザタッチ入力の移動の速度との間の差を決定する、実施例Ａ～Ｈの
いずれか１つに記載のシステム。
【０１０２】
[0114]　実施例Ｊ：差が速度差閾値よりも小さい場合、少なくとも１つの後続分類器の評
価の少なくとも一部が、ユーザタッチ入力が非意図的なタッチ入力であることを示し、差
が速度差閾値以上である場合、少なくとも１つの後続分類器の評価の少なくとも一部が、
ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であることを示す、実施例Ｉに記載のシステム。
【０１０３】
[0115]　上記実施例Ａ～Ｊは、システムに関して説明しているが、本明細書の背景におい
て、実施例Ａ～Ｊの内容は、方法ならびに／またはコンピュータ可読命令を格納した１つ
もしくは複数のコンピュータ記憶媒体としても実装可能であることを理解されたい。
【０１０４】
[0116]　実施例Ｋ：タッチ表面で同時に受け取られた複数の入力のうちの第１の入力がア
クティブ入力ツールと関連付けられているものと判定するステップと、複数の入力のうち
の少なくとも１つの第２の入力がユーザタッチと関連付けられているものと判定するステ
ップと、１つまたは複数のプロセッサによって、第１の入力および第２の入力と関連付け
られた少なくとも１つの因子を評価することにより、第２の入力を意図的なタッチ入力ま
たは非意図的なタッチ入力として分類するステップと、を含む、方法。
【０１０５】
[0117]　実施例Ｌ：少なくとも１つの因子が、第２の入力の到達に対する第１の入力の到
達と関連付けられた少なくとも１つの第１の因子を含んでおり、少なくとも１つの第１の
因子の評価に少なくとも部分的に基づいて、評価スコアを計算するステップと、評価スコ
アを少なくとも１つの信頼性閾値に対して比較するステップと、比較に基づいて、評価ス
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コアが少なくとも１つの信頼性閾値を満たす場合、第２の入力を意図的なタッチ入力また
は非意図的なタッチ入力として分類するステップと、比較に基づいて、評価スコアが少な
くとも１つの信頼性閾値を満たさない場合、第１の入力および第２の入力と関連付けられ
た少なくとも１つの第２の因子を評価するステップであり、少なくとも１つの第２の因子
が、第２の入力の移動に対する第１の入力の移動と関連付けられた、ステップと、をさら
に含む、実施例Ｋに記載の方法。
【０１０６】
[0118]　実施例Ｍ：少なくとも１つの因子が、第１の入力がタッチ表面に到達した位置と
第２の入力がタッチ表面に到達した位置との間の到達間距離の決定と関連付けられた、実
施例ＫまたはＬに記載の方法。
【０１０７】
[0119]　実施例Ｎ：少なくとも１つの因子が、第１の入力がタッチ表面に到達した時間と
第２の入力がタッチ表面に到達した時間との間の到達間間隔の決定と関連付けられた、実
施例Ｋ～Ｍのいずれか１つに記載の方法。
【０１０８】
[0120]　実施例Ｏ：少なくとも１つの因子が、第１の入力の移動の方向と第２の入力の移
動の方向との間の差の決定と関連付けられた、実施例Ｋ～Ｎのいずれか１つに記載の方法
。
【０１０９】
[0121]　実施例Ｐ：少なくとも１つの因子が、第１の入力の移動の速度と第２の入力の移
動の速度との間の差の決定と関連付けられた、実施例Ｋ～Ｏのいずれか１つに記載の方法
。
【０１１０】
[0122]　実施例Ｑ：少なくとも１つの因子が、タッチ表面の第２の部分における第２の入
力数の第２の決定に対するタッチ表面の第１の部分における第１の入力数の第１の決定と
関連付けられた、実施例Ｋ～Ｐのいずれか１つに記載の方法。
【０１１１】
[0123]　実施例Ｒ：少なくとも１つの因子が、一時的入力数の決定と関連付けられた、実
施例Ｋ～Ｑのいずれか１つに記載の方法。
【０１１２】
[0124]　実施例Ｓ：入力ツールが、タッチ表面による検出およびタッチ表面による使用に
よって、第１の入力と第２の入力とを識別可能な信号を生成するように構成されたアクテ
ィブペンまたはアクティブスタイラスの一方を含み、第２の入力が、ユーザの手の指また
は手のひらによる接触に基づく、実施例Ｋ～Ｒのいずれか１つに記載の方法。
【０１１３】
[0125]　上記実施例Ｋ～Ｓは、方法に関して説明しているが、本明細書の背景において、
実施例Ｋ～Ｓの内容は、システム（たとえば、機器）ならびに／またはコンピュータ可読
命令を格納した１つもしくは複数のコンピュータ記憶媒体としても実装可能であることを
理解されたい。
【０１１４】
[0126]　実施例Ｔ：１つまたは複数のプロセッサによって実行されたとき、第１の分類器
を実装することにより、ツール入力およびタッチ入力と関連付けられた複数の第１の分類
器因子を評価することであり、複数の第１の分類器因子は、タッチ入力を意図的なタッチ
入力または非意図的なタッチ入力として分類するためのものであり、複数の第１の分類器
因子の各第１の分類器因子が評価スコアを計算するための対応する重みを有する、ことと
、評価スコアに少なくとも部分的に基づいて、第１の分類器がタッチ入力を意図的なタッ
チ入力または非意図的なタッチ入力として明確に分類できないものと判定することと、後
続分類器を実装することにより、ツール入力およびタッチ入力と関連付けられた複数の第
２の分類器因子を評価することであり、複数の第２の分類器因子が、後続分類器の実装中
の少なくとも１つの第１の分類器因子の評価スコア影響を減少させるように調整された対
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応する重みを有する少なくとも１つの第１の分類器因子を含む、ことと、を含む演算を行
うように機器を構成するコンピュータ可読命令を格納した１つまたは複数のコンピュータ
記憶媒体。
【０１１５】
[0127]　実施例Ｕ：複数の第１の分類器因子のうちの１つまたは複数の第１の分類器因子
が、タッチ入力の到達に対するツール入力の到達に少なくとも部分的に基づいており、複
数の第２の分類器因子のうちの１つまたは複数の第２の分類器因子が、タッチ入力の移動
に対するツール入力の移動に少なくとも部分的に基づいており、対応する重みが、学習し
たユーザ入力情報に少なくとも部分的に基づいて設定された、実施例Ｔに記載の１つまた
は複数のコンピュータ記憶媒体。
【０１１６】
[0128]　実施例Ｖ：入力ツールが、タッチ表面による検出およびタッチ表面による使用に
よって、ツール入力とタッチ入力とを識別可能な信号を生成するように構成されたアクテ
ィブペンまたはアクティブスタイラスの一方を含み、タッチ入力が、ユーザの手の指また
は手のひらによる接触に基づく、実施例ＴまたはＵに記載の１つまたは複数のコンピュー
タ記憶媒体。
【０１１７】
[0129]　上記実施例Ｔ～Ｖは、１つまたは複数のコンピュータ記憶媒体に関して説明して
いるが、本明細書の背景において、実施例Ｔ～Ｖの内容は、システム（たとえば、機器）
および／または方法としても実装可能であることを理解されたい。
【０１１８】
[0130]　実施例Ｗ：入力ツールと関連付けられた少なくとも１つのツール入力およびユー
ザタッチ入力を含む複数の入力を受け取る手段と、ツール入力およびユーザタッチ入力と
関連付けられた情報を評価して、ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であるか非意図
的なタッチ入力であるかを判定する手段であり、評価される情報が、ユーザタッチ入力の
到達に対するツール入力の到達と関連付けられた、手段と、評価される情報に基づいてユ
ーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であるか非意図的なタッチ入力であるかを手段が判
定できないことに応答して、付加的な情報を評価して、ユーザタッチ入力が意図的なタッ
チ入力であるか非意図的なタッチ入力であるかを判定する手段であり、評価される付加的
な情報が、ユーザタッチ入力の移動に対するツール入力の移動と関連付けられた、手段と
を備えた、システム（たとえば、機器１０２）。
【０１１９】
[0131]　実施例Ｘ：入力ツールが、タッチ表面による検出およびタッチ表面による使用に
よって、ツール入力とユーザタッチ入力とを識別可能な信号を生成するように構成された
アクティブペンまたはアクティブスタイラスの一方を含み、ユーザタッチ入力が、ユーザ
の手の指または手のひらによる接触に基づく、実施例Ｗに記載のシステム。
【０１２０】
[0132]　実施例Ｙ：手段が、情報を評価して、ツール入力がタッチ表面に到達した時間と
ユーザタッチ入力がタッチ表面に到達した時間との間の到達間時間を決定する、実施例Ｗ
またはＸに記載のシステム。
【０１２１】
[0133]　実施例Ｚ：到達間時間が到達間時間閾値よりも短い場合、評価の少なくとも一部
が、ユーザタッチ入力が非意図的なタッチ入力であることを示し、到達間時間が到達間時
間閾値以上である場合、評価の少なくとも一部が、ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入
力であることを示す、実施例Ｙに記載のシステム。
【０１２２】
[0134]　実施例ＡＡ：手段が、情報を評価して、ツール入力がタッチ表面に到達した位置
とユーザタッチ入力がタッチ表面に到達した位置との間の到達間距離を決定する、実施例
Ｗ～Ｚのいずれか１つに記載のシステム。
【０１２３】
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[0135]　実施例ＢＢ：到達間距離が到達間距離閾値よりも短い場合、評価の少なくとも一
部が、ユーザタッチ入力が非意図的なタッチ入力であることを示し、到達間距離が到達間
距離閾値以上である場合、評価の少なくとも一部が、ユーザタッチ入力が意図的なタッチ
入力であることを示す、実施例ＡＡに記載のシステム。
【０１２４】
[0136]　実施例ＣＣ：手段が、付加的な情報を評価して、ツール入力の移動の方向とユー
ザタッチ入力の移動の方向との間の差を決定する、実施例Ｗ～ＢＢのいずれか１つに記載
のシステム。
【０１２５】
[0137]　実施例ＤＤ：差が方向差閾値よりも小さい場合、評価の少なくとも一部が、ユー
ザタッチ入力が非意図的なタッチ入力であることを示し、差が方向差閾値以上である場合
、評価の少なくとも一部が、ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であることを示す、
実施例ＣＣに記載のシステム。
【０１２６】
[0138]　実施例ＥＥ：手段が、付加的な情報を評価して、ツール入力の移動の速度とユー
ザタッチ入力の移動の速度との間の差を決定する、実施例Ｗ～ＤＤのいずれか１つに記載
のシステム。
【０１２７】
[0139]　実施例ＦＦ：差が速度差閾値よりも小さい場合、評価の少なくとも一部が、ユー
ザタッチ入力が非意図的なタッチ入力であることを示し、差が速度差閾値以上である場合
、評価の少なくとも一部が、ユーザタッチ入力が意図的なタッチ入力であることを示す、
実施例ＥＥに記載のシステム。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月24日(2016.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力ツールと関連付けられた少なくとも１つのツール入力およびユーザタッチ入力を含
む複数の入力を受け取るように構成されたタッチ表面と、
　前記タッチ表面に対して通信可能に結合された１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサに対して通信可能に結合されたメモリと、
　前記メモリに格納され、前記１つまたは複数のプロセッサによって、
　　第１の分類器を実装することにより、前記ユーザタッチ入力の到達に対するツール入
力の到達と関連付けられた情報を評価して、前記評価した情報に基づき、前記ユーザタッ
チ入力が意図的なタッチ入力であるか非意図的なタッチ入力であるかを判定することと、
　　前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であるか前記非意図的なタッチ入力
であるかを前記第１の分類器が判定できないことに応答して、第２の分類器を実装するこ
とにより、前記ユーザタッチ入力の移動に対する前記ツール入力の移動と関連付けられた
付加的な情報を評価して、前記評価した付加的な情報に基づき、前記ユーザタッチ入力が
前記意図的なタッチ入力であるか前記非意図的なタッチ入力であるかを判定することと、
　を行うように実行可能である分類モジュールと、
　を備えた、システム。
【請求項２】
　前記付加的な情報が複数の第２の分類器因子を含み、前記第２の分類器因子の各々が第
２の分類器評価スコアを計算するための対応する重みを有し、
　前記分類モジュールがさらに、
　前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であるか前記非意図的なタッチ入力で
あるかを前記第２の分類器が判定できないことに応答して、第３の分類器を実装すること
により、前記第２の分類器評価スコアを計算するために用いられる前記重みを調整し、前
記調整した重みを用いて計算される第３の分類器評価スコアに基づき、前記ユーザタッチ
入力が前記意図的なタッチ入力であるか前記非意図的なタッチ入力であるかを判定する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記情報が複数の第１の分類器因子を含み、前記付加的な情報が複数の第２の分類器因
子を含み、前記第２の分類器因子が前記第１の分類器因子の１つ以上を含む、請求項１に
記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１の分類器因子の各々が第１の分類器評価スコアを計算するための対応する重み
を有し、前記第２の分類器因子の各々が第２の分類器評価スコアを計算するための対応す
る重みを有し、前記第２の分類器因子に含まれる第１の分類器因子が、前記第２の分類器
評価スコアの計算において、元の重みに比べ減少した重み値を有する、請求項３に記載の
システム。
【請求項５】
　前記第１の分類器が、前記情報を評価して、前記ツール入力が前記タッチ表面に到達し
た時間と前記ユーザタッチ入力が前記タッチ表面に到達した時間との間の到達間時間を決
定し、
　前記到達間時間が到達間時間閾値よりも短い場合、前記第１の分類器の前記評価の少な
くとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記非意図的なタッチ入力であることを示し、
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　前記到達間時間が前記到達間時間閾値以上である場合、前記第１の分類器の前記評価の
少なくとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であることを示す、
請求項１～４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　　前記第１の分類器が、前記情報を評価して、前記ツール入力が前記タッチ表面に到達
した位置と前記ユーザタッチ入力が前記タッチ表面に到達した位置との間の到達間距離を
決定し、
　前記到達間距離が到達間距離閾値よりも短い場合、前記第１の分類器の前記評価の少な
くとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記非意図的なタッチ入力であることを示し、
　前記到達間距離が前記到達間距離閾値以上である場合、前記第１の分類器の前記評価の
少なくとも一部が、前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であることを示す、
請求項１～５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第２の分類器が、前記付加的な情報を評価して、前記ツール入力の移動の方向と前
記ユーザタッチ入力の移動の方向との間の差を決定し、
　前記差が方向差閾値よりも小さい場合、前記第２の分類器の前記評価の少なくとも一部
が、前記ユーザタッチ入力が前記非意図的なタッチ入力であることを示し、
　前記差が前記方向差閾値以上である場合、前記第２の分類器の前記評価の少なくとも一
部が、前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であることを示す、請求項１～６
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第２の分類器が、前記付加的な情報を評価して、前記ツール入力の移動の速度と前
記ユーザタッチ入力の移動の速度との間の差を決定し、
　前記差が速度差閾値よりも小さい場合、前記第２の分類器の前記評価の少なくとも一部
が、前記ユーザタッチ入力が前記非意図的なタッチ入力であることを示し、
　前記差が前記速度差閾値以上である場合、前記第２の分類器の前記評価の少なくとも一
部が、前記ユーザタッチ入力が前記意図的なタッチ入力であることを示す、請求項１～７
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　タッチ表面で同時に受け取られた複数の入力のうちの第１の入力がアクティブ入力ツー
ルと関連付けられているものと判定するステップと、
　前記複数の入力のうちの少なくとも１つの第２の入力がユーザタッチと関連付けられて
いるものと判定するステップと、
　１つまたは複数のプロセッサによって、前記ユーザタッチ入力の到達に対するツール入
力の到達と関連付けられた少なくとも１つの第１の因子を評価することにより、前記少な
くとも１つの第１の因子に基づき、前記第２の入力を意図的なタッチ入力または非意図的
なタッチ入力として分類するステップと、
　前記少なくとも１つの第１の因子に基づき前記第２の入力を前記意図的なタッチ入力ま
たは前記非意図的なタッチ入力として分類することができない場合、１つまたは複数のプ
ロセッサによって、前記ユーザタッチ入力の移動に対する前記ツール入力の移動と関連付
けられた少なくとも１つの第２の因子を評価することにより、前記少なくとも１つの第２
の因子に基づき、前記第２の入力を前記意図的なタッチ入力または前記非意図的なタッチ
入力として分類するステップと、
　を含む、方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの第２の因子が複数の第２の分類器因子を含み、前記第２の分類器
因子の各々が第２の分類器評価スコアを計算するための対応する重みを有し、
　前記方法が、
　前記少なくとも１つの第２の因子に基づき前記第２の入力を前記意図的なタッチ入力ま
たは前記非意図的なタッチ入力として分類することができない場合、前記第２の分類器評
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価スコアを計算するために用いられる前記重みを調整し、前記調整した重みを用いて計算
される第３の分類器評価スコアに基づき、前記第２の入力が前記意図的なタッチ入力であ
るかまたは前記非意図的なタッチ入力であるかを判定するステップ、
　をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの第１の因子が複数の第１の分類器因子を含み、前記少なくとも１
つの第２の因子が複数の第２の分類器因子を含み、前記第２の分類器因子が前記第１の分
類器因子の１つ以上を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の分類器因子の各々が第１の分類器評価スコアを計算するための対応する重み
を有し、前記第２の分類器因子の各々が第２の分類器評価スコアを計算するための対応す
る重みを有し、前記第２の分類器因子に含まれる第１の分類器因子が、前記第２の分類器
評価スコアの計算において、元の重みに比べ減少した重み値を有する、請求項１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの第１の因子が、前記第１の入力が前記タッチ表面に到達した位置
と前記第２の入力が前記タッチ表面に到達した位置との間の到達間距離の決定、または、
　前記第１の入力が前記タッチ表面に到達した時間と前記第２の入力が前記タッチ表面に
到達した時間との間の到達間間隔の決定と関連付けられた、請求項９～１２のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの第２の因子が、前記第１の入力の移動の方向と前記第２の入力の
移動の方向との間の差の決定、
　前記第１の入力の移動の速度と前記第２の入力の移動の速度との間の差の決定、
　前記タッチ表面の第２の部分における第２の入力数に対する前記タッチ表面の第１の部
分における第１の入力数の決定、または、
　一時的入力数の決定と関連付けられた、請求項９～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　１つまたは複数のプロセッサによって実行されたとき、
　第１の分類器を実装することにより、ユーザタッチ入力の到達に対するツール入力の到
達と関連付けられた複数の第１の分類器因子を評価し、前記複数の第１の分類器因子に基
づき、前記タッチ入力を意図的なタッチ入力または非意図的なタッチ入力として分類する
ことと、
　前記第１の分類器が前記タッチ入力を前記意図的なタッチ入力または前記非意図的なタ
ッチ入力として明確に分類できないものと判定することと、
　前記第１の分類器が前記タッチ入力を意図的または非意図的なものと明確に分類できな
い場合、後続分類器を実装することにより、前記ユーザタッチ入力の移動に対するツール
入力の移動と関連付けられた複数の第２の分類器因子を評価し、前記複数の第２の分類器
因子に基づき、前記タッチ入力を意図的なタッチ入力または非意図的なタッチ入力として
分類することと、
　含む演算を行うように機器を構成するコンピュータ可読命令を格納した１つまたは複数
のコンピュータ記憶媒体。



(33) JP 2017-535831 A 2017.11.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(34) JP 2017-535831 A 2017.11.30

10

20

30

40



(35) JP 2017-535831 A 2017.11.30

10

20

30

40



(36) JP 2017-535831 A 2017.11.30

10

20

30

40



(37) JP 2017-535831 A 2017.11.30

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(74)代理人  100108213
            弁理士　阿部　豊隆
(74)代理人  100176072
            弁理士　小林　功
(72)発明者  デュロジャイエ，オルムイワ　エム．
            アメリカ合衆国，ワシントン州　９８０５２－６３９９，レッドモンド，ワン　マイクロソフト　
            ウェイ，マイクロソフト　テクノロジー　ライセンシング，エルエルシー
(72)発明者  アブザリアン，デイビッド
            アメリカ合衆国，ワシントン州　９８０５２－６３９９，レッドモンド，ワン　マイクロソフト　
            ウェイ，マイクロソフト　テクノロジー　ライセンシング，エルエルシー


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

